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２.福岡市営住宅条例等の一部を改正する条例案（議案第 252 号）

１ 背景 

 市営住宅における暴力団排除については，暴力団員の排除について規定し 

た福岡市営住宅条例（以下「条例」という。）を平成 20 年４月１日に施行し， 

取り組んできたところであるが，条例の施行日以前の入居者又は同居者（以 

下「既存入居者等」という。）については，当時の判例や国からの通知を踏ま 

え，「暴力団員であることのみの理由では明渡し請求はできない」とする経過 

措置を設けていた。 

２ 改正の理由 

 平成 27年３月に 高裁が示した新たな判断や暴力団排除の気運の高まり等 

の社会情勢の変化もあり，市営住宅の全入居者について，暴力団員であること

が判明したときは明渡し請求できるものとするため，条例等の一部を改正する

もの。 

 また，市営住宅の建替事業に伴い駐車場を設置する必要があるため，あわ

せて改正するもの。 

３ 改正の概要 

(1) 暴力団員の排除について

ア 改良住宅入居者に関する規定を削る。（第42条ただし書）

イ 建替促進住宅入居者に関する規定を削る。（第49条ただし書）

ウ 既存入居者等に関する経過措置を削る。（附則第２項）

エ 建替事業等に伴う入居者の資格に関する規定を改める。

（第５条第１項及び第３項，第37条，第38条第４項，第50条第６項）

オ 駐車場利用者の資格に関する規定を改める。（第57条第３号）

(2) 駐車場の設置について

条例別表第２に「福岡市営城浜住宅」を加える。 

４ 施行期日 

３ (1) は，公布の日から施行する。 

３ (2) は，平成28年７月１日から施行する。 
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福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

福岡市営住宅条例（平成９年福岡市条例第40号） 
旧 新 
 

○福岡市営住宅条例 

 平成９年３月 31 日 

条例第 40 号 

目次 

 第１章～附則 (略) 

  第１章 (略) 

  第２章 公営住宅の管理 

   第１節 入居 

   （第４条－第 15 条の２） 

 （入居者資格） 

第４条 公営住宅に入居することができる者は，次 

の各号（被災市街地復興特別措置法（平成７年法 

律第14号）第21条又は福島復興再生特別措置法 

（平成24年法律第25号）第30条の規定の適用を受 

ける者にあっては，第４号及び第５号）に掲げる 

条件を具備する者でなければならない。 

 

(1)～(4) (略) 

 

(5) その者及び現に同居し，又は同居しようと 

する親族が暴力団員による不当な行為の防止 

等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条 

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」 

という。）でないこと。 

 

２～３ (略) 

 

(入居者資格の特例) 

第５条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は 

 公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途 

 の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようと 

 する入居者が，当該明渡しに伴い他の公営住宅に 

 入居の申込みをした場合においては，その者は， 

 前条第１項各号に掲げる条件を具備する者とみ 

 なす。 

 

２ (略) 
 

 

○福岡市営住宅条例 

 平成９年３月 31 日 

条例第 40 号 

目次 

 第１章～附則 (略) 

  第１章 (略) 

 

  第２章 公営住宅の管理 

 

第４条～第 34 条 (略) 

 

 （入居者資格） 

第４条 (従前のとおり) 

 

 

 

 

 

 

(1)～(4) (略) 

 

(5)  (従前のとおり) 

 

 

 

 

 

２～３ (略) 

 

(入居者資格の特例) 

第５条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は 

 公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途 

 の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようと 

 する入居者が，当該明渡しに伴い他の公営住宅に 

 入居の申込みをした場合においては，その者は， 

 前条第１項各号（第５号を除く。）に掲げる条件 

 を具備する者とみなす。 

 

２ (略) 
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福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

福岡市営住宅条例（平成９年福岡市条例第40号） 
旧 新 

   

３ 第37条(第42条，第49条及び第55条第２項にお 

 いて準用する場合を含む。第８条第９号において 

 同じ。)に規定する理由により市営住宅の明渡し 

 をしようとする入居者が，提供を受けた公営住宅 

 に入居する場合においては，その者は，前条第１

項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。 

 

 

第６条～第34条 (略) 

 

第５節 雑則 

   （第 35 条－第 41 条） 

 

第 35 条～第 36 条 (略) 

 

(改築等の場合の明渡し請求) 

第 37 条 市長は，公営住宅の改築，撤去その他の 

規則で定める理由により必要があると認めると 

きは，他の市営住宅又は仮設施設を提供して，当 

該公営住宅の入居者に対して，その明渡しを請求 

することができる。この場合においては，その者 

については，第４条及び第５条第２項の規定は， 

適用しない。 

 

(公営住宅建替事業に際しての措置) 

第 38 条 市長は，公営住宅建替事業の施行に伴い， 

現に存する公営住宅を除却するため必要がある 

と認めるときは，期限を定めて，当該公営住宅の 

入居者に対して，その明渡しを請求することがで 

きる。 

 

２～３ (略) 

 

４ 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公 

営住宅の除却前の 終の入居者(当該事業の施行 

に伴い当該公営住宅の明渡しをする者に限る。) 

が市長が定める期間内に当該事業により新たに 

整備される公営住宅への入居を希望する旨を申 

し出たときは，市長は，その者を当該公営住宅に 

入居させるものとする。この場合においては，そ 

の者については，第４条及び第５条第２項の規定 

は，適用しない。 

 

第 39 条 (略) 

 

 

３ 第37条(第42条，第49条及び第55条第２項にお 

 いて準用する場合を含む。第８条第９号において 

 同じ。)に規定する理由により市営住宅の明渡し 

 をしようとする入居者が，提供を受けた公営住宅 

 に入居する場合においては，その者は，前条第１ 

項各号（第５号を除く。）に掲げる条件を具備する 

者とみなす。 

 

第６条～第34条 (略) 

 

第５節 雑則 

   （第 35 条－第 41 条） 

 

第 35 条～第 36 条 (略) 

 

(改築等の場合の明渡し請求) 

第 37 条 市長は，公営住宅の改築，撤去その他の 

規則で定める理由により必要があると認めると 

きは，他の市営住宅又は仮設施設を提供して，当 

該公営住宅の入居者に対して，その明渡しを請求 

することができる。この場合においては，その者 

については，第４条（第１項第５号を除く。）及 

び第５条第２項の規定は，適用しない。 

 

(公営住宅建替事業に際しての措置) 

第 38 条 (従前のとおり) 

 

 

 

 

 

２～３ (略) 

 

４ 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公 

営住宅の除却前の 終の入居者(当該事業の施行 

に伴い当該公営住宅の明渡しをする者に限る。) 

が市長が定める期間内に当該事業により新たに 

整備される公営住宅への入居を希望する旨を申 

し出たときは，市長は，その者を当該公営住宅に 

入居させるものとする。この場合においては，そ 

の者については，第４条（第１項第５号を除く。） 

及び第５条第２項の規定は，適用しない。 

 

第 39 条 (略) 
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福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

福岡市営住宅条例（平成９年福岡市条例第40号） 
旧 新 

 

（不正な行為がある場合等の明渡し請求） 

第40条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場

合においては，当該入居者に対して，当該公営住

宅の明渡しを請求することができる。この場合に

おいて，入居者又は同居者（第14条の承認を受け

ずに当該公営住宅を使用している者を含む。）が

暴力団員であるときは，福岡県警察その他の関係

機関に立会い等の協力を要請することができる。 

 
 (1)～(7) (略)  

 

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが 

判明したとき。 

 

 (9) (略) 

 

２ 入居者又は同居者が第27条第５項に規定する

規則で定める迷惑行為を行った場合において，当

該迷惑行為が他の入居者等に重大な危害を及ぼ

し，又は及ぼすおそれがあり，かつ，その危害を

防止するために緊急の必要があると認めるとき

は，前項第７号の規定にかかわらず，直ちに同項

の規定による請求をすることができる。 

 

３～６ (略)  
 

第 41 条 (略) 

 

第３章 公営住宅以外の市営住宅の管理 

   第１節 改良住宅の管理 

   （第 42 条－第 48 条） 

 

(改良住宅の管理) 

第 42 条 改良住宅の管理については，次条から第

48 条までに定めるもののほか，第９条第１項及び

第２項，第 12 条から第 15 条まで，第 17 条から

第 22 条まで，第 24 条，第 25 条第１項及び第３

項，第 26 条から第 28 条まで，第 30条，第 34 条

から第 39条まで，第 40条第１項(第９号を除く。）

から第４項まで並びに前条の規定を準用する。 

  ただし，第 40 条第１項（第８号に限る。）の規

定は，次条第２項の規定に基づき改良住宅に入居

する場合において同号に該当するときを除き，こ

れを準用しない。 

 

 

（不正な行為がある場合等の明渡し請求） 

第 40 条 (従前のとおり) 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(7) (略) 

 

(8)  (従前のとおり) 

 

 

  (9) (略) 

 

２    (従前のとおり) 

 

 

 

 

 

 

 

３～６ (略) 

 

第 41 条 (略) 

 

第３章 公営住宅以外の市営住宅の管理 

   第１節 改良住宅の管理 

   （第 42 条－第 48 条） 

 

(改良住宅の管理) 

第 42 条 改良住宅の管理については，次条から第

48 条までに定めるもののほか，第９条第１項及び

第２項，第 12 条から第 15 条まで，第 17 条から

第 22 条まで，第 24 条，第 25 条第１項及び第３

項，第 26 条から第 28 条まで，第 30条，第 34 条

から第39条まで，第40条第１項(第９号を除く。）

から第４項まで並びに前条の規定を準用する。 

 

 （削除） 
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福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

福岡市営住宅条例（平成９年福岡市条例第40号） 
旧 新 

 

(入居者資格等） 

第43条 改良住宅に入居することができる者は，改 

良法第18条各号に掲げる者で住宅に困窮すると 

認められるものでなければならない。 

２ 第４条から第６条までの規定は，前項の規定に 

より改良住宅に入居させるべき者が改良住宅に 

入居せず，又は居住しなくなった場合について準 

用する。 

 

３～４ (略) 

 

第 44 条～第 48 条 (略) 

 

 

 

 

   第２節 再開発住宅，コミュニティ住宅 

及び建替促進住宅の管理 

    （第 49 条－第 54 条） 

 

（再開発住宅等の管理） 

第49条 再開発住宅，コミュニティ住宅及び建替促 

進住宅（以下この節において「再開発住宅等」と 

いう。）の管理については，次条から第54条まで 

に定めるもののほか，第９条第１項及び第２項， 

第12条から第15条まで，第17条から第22条まで， 

第24条，第25条第１項及び第３項，第26条から第 

28条まで，第34条から第39条まで，第40条第１項 

（第９号を除く。）から第４項まで並びに第41条 

の規定を準用する。 

ただし，第 40 条第１項（第８号に限る。）の規 

 定は，建替促進住宅に係る場合に限り，これを準 

用しない。 

 

 

 

(入居者資格等） 

第 43 条 (従前のとおり) 

 

 

２    (従前のとおり) 

 

 

 

 

３～４ (略) 

 

第 44 条～第 48 条 (略) 

 

 

 

 

  第２節 再開発住宅，コミュニティ住宅 

及び建替促進住宅の管理 

    （第 49 条－第 54 条） 

 

（再開発住宅等の管理） 

第49条 再開発住宅，コミュニティ住宅及び建替促 

進住宅（以下この節において「再開発住宅等」と

いう。）の管理については，次条から第54条まで 

に定めるもののほか，第９条第１項及び第２項， 

第12条から第15条まで，第17条から第22条まで， 

第24条，第25条第１項及び第３項，第26条から第 

28条まで，第34条から第39条まで，第40条第1項 

（第９号を除く。）から第４項まで並びに第41条 

の規定を準用する。 

 

 （削除） 
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福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

福岡市営住宅条例（平成９年福岡市条例第 40 号） 
旧 新 

 

(入居者資格等) 

第 50条 再開発住宅に入居することができる者は， 

市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失うこと 

となる者(第４条第１項第５号に規定する条件を 

具備する者に限る。)で住宅に困窮すると認めら 

れるものでなければならない。 

 

２～５ (略) 

 
６ 建替促進住宅に入居できる者は，市営住宅の建 

替事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められ 

る者(地域リロケーション住宅にあっては，地域 

リロケーション住宅計画に基づく市営住宅の建 

替事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められ 

る者)でなければならない。ただし，建替促進住 

宅に入居させるべき者が建替促進住宅に入居せ 

ず，又は居住しなくなった場合には，次の各号の 

いずれかに該当する者を建替促進住宅に入居さ 

せることができる。 

 

 

 (1)～(2) (略) 

 

7 (略) 
 

第 51 条～第 55 条 (略) 

 

第４章 駐車場の管理 

   （第 56 条－第 67 条） 

 

第 56 条 (略) 

 

(利用者の資格) 

第 57 条 駐車場を利用することができる者は，次 

の各号に掲げる条件を具備する者でなければな 

らない。 

 

(1)～(2) (略) 

 

(3) 第 40条第１項第１号から第７号までのいず 

れにも該当しないこと。 

 

第58条～附則(平成19年９月28日条例第49号) 

(略) 

 

 

(入居者資格等) 

第 50 条  (従前のとおり) 

 

 

 

 

 

２～５ (略) 

 
６ 建替促進住宅に入居できる者は，市営住宅の建 

替事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められ 

る者(地域リロケーション住宅にあっては，地域 

リロケーション住宅計画に基づく市営住宅の建 

替事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められ 

る者）であって，第４条第１項第５号に規定する 

条件を具備するものでなければならない。ただし， 

建替促進住宅に入居させるべき者が建替促進住宅 

に入居せず，又は居住しなくなった場合には，次 

の各号のいずれかに該当する者を建替促進住宅に 

入居させることができる。 

 

 (1)～(2) (略) 

 

7 (略) 
 
第 51 条～第 55 条 (略) 

 

第４章 駐車場の管理 

   （第 56 条－第 67 条） 

 

第 56 条 (略) 

 

(利用者の資格) 

第 57 条 駐車場を利用することができる者は，次 

に掲げる条件を具備する者でなければならない。 

 

 

(1) ～(2) (略) 

  

(3) 第 40 条第１項第１号から第８号までのいず 

れにも該当しないこと。 

 

第58条～附則(平成19年９月28日条例第49号) 

(略) 
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福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

福岡市営住宅条例（平成９年福岡市条例第 40 号） 
旧 新 

 
附 則(平成19年12月20日条例第58号) 

(施行期日) 

1 この条例は，平成20年４月１日から施行する。 

 ただし，第27条第４項及び第29条第１項の改正規 

定並びに第32条に1項を加える改正規定は，公布 

の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日において現に市営住宅の入 

居者又は同居者である者(以下「既存入居者等」 

という。)については，この条例による改正後の 

福岡市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。) 

第40条第１項第８号(改正後の条例第42条，第49 

条及び第55条第２項において準用する場合(以下 

「改正後の条例第42条等において準用する場合」 

という。)を含む。)の規定は，適用しない。この 

場合において，既存入居者等(改正後の条例第４ 

条第５号に規定する条件を具備していない者に 

限る。)が，改正後の条例第27条第５項(改正後の 

条例第42条等において準用する場合を含む。)に 

規定する規則で定める迷惑行為をしたときは，改 

正後の条例第40条第２項(改正後の条例第42条等 

において準用する場合を含む。)に規定する場合 

に該当するものとみなして同項の規定を適用す 

ることができる。 

 

附則（平成20年２月25日条例第２号）～別表第１  

 (略) 

 
別表第２ 

区名 

 

駐車場が設置されている市営

住宅の名称 

東区 福岡市営筥松四丁目住宅，福

岡市営高須磨住宅 (略) 

福岡市営米田住宅，福岡市営

多の津住宅（略） 

 

 

附 則(平成19年12月20日条例第58号) 

 

この条例は，平成20年４月１日から施行する。 

ただし，第27条第４項及び第29条第１項の改正規 

定並びに第32条に１項を加える改正規定は，公布 

の日から施行する。 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則（平成20年２月25日条例第２号）～別表第１  

 (略) 

 

別表第２ 

区名 駐車場が設置されている市営

住宅の名称 

東区 福岡市営筥松四丁目住宅，福

岡市営高須磨住宅（略） 

福岡市営米田住宅，福岡市営

城浜住宅 ，福岡市営多の津住

宅（略） 
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市営住宅における暴力団排除の経緯と対応について 

 

市営住宅における暴力団排除については，入居者の生活の安全及び平穏を確保 

するため，国からの通知や関係機関との協議等を踏まえ，福岡市営住宅条例を改 

正するとともに，福岡県警察との協定を締結し，暴力団排除に取り組んできたと 

ころである。 

 

１ 経緯 

○平成 18 年 ７月 

福岡県警察から暴力団排除についての条例化の依頼 

○平成 19 年 ４月 20 日 

東京都町田市の都営住宅において暴力団員による立てこもり発砲事件が発生 

 ○平成 19 年 ６月 １日 

国土交通省通知「公営住宅における暴力団排除について」 

 

２ 本市の対応 

○平成 19 年 12 月 20 日 

  改正した福岡市営住宅条例を公布 

○平成 20 年 ２月 ８日 

福岡県警察と協定を締結 

「福岡市営住宅等における暴力団員の入居の制限に関する協定」 

・新規入居申込等の資格要件を確認するため，市から福岡県警察に照会。 

○平成 20 年 ４月 １日 

改正した福岡市営住宅条例を施行 

  （基本方針） 

   ・市営住宅に暴力団員の新たな入居を認めない。 

   ・既存入居者等が暴力団員と判明した時は，自主的な退去や脱会を促すととも

に，不法行為等を行った場合には明渡し請求を行う。 

※当時の判例や国からの通知を踏まえ，関係機関や弁護士とも協議を行い，既

存入居者等については「暴力団員であることのみの理由では，法的な明渡し

は困難である」と判断した。 
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○条例改正による対応比較表

○：明渡し請求できる

×：明渡し請求できない

○参考

国の基本方針（平成 19 年６月１日 国土交通省通知）要旨 

① 新たな入居申込者が暴力団員と判明した場合，入居決定しないことを原則と
する。

② 暴力団員と判明した者の，同居及び入居承継(名義変更)については，承認し
ないことを原則とする。

③ 既存入居者が暴力団員と判明した場合，自主的な退去の促進に努めるととも
に，不法・不正行為等を行った場合は，厳正に明渡し請求を行う。

平成 27 年３月 27 日 最高裁判決の概要 
（西宮市営住宅条例の暴力団排除に係る規定に関する判決） 

 入居者が暴力団員であることが判明した場合に，暴力団員であることのみ 
の理由で明渡し請求することができるとした兵庫県西宮市の条例が違憲であ 
るかが争点だった。 
判決では，「暴力団員について合理的な理由のない差別をするものとはいえ 

ない。」，また「暴力団員に対する居住の制限は公共の福祉による必要かつ合 
理的なものであることは明らかである。」として，同条例は「合憲」とした。 

現在の条例 
(平成 20 年４月１日施行) 

条例改正案 
公営住宅 

改良住宅 
建替促進住宅 

「
既
存
入
居
者
等
」 

条
例
施
行
日
以
前
の
入
居
者 

暴力団員と判明した場合 
(暴力団員であることのみ) 

× × 

○ 

暴力団員と判明し，かつ 
不法行為等を行った場合 

○ ○ 

条
例
施
行
後
の
入
居
者 

暴力団員と判明した場合 
(暴力団員であることのみ) 

○ × 

○ 

暴力団員と判明し，かつ 
不法行為等を行った場合 

○ ○ 
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市営城浜住宅の概要 
 

 

１ 所  在 福岡市東区城浜団地及び香椎浜２丁目の一部 

 

２ 敷地面積 約１４３，０００㎡（うち，第１期事業 約５，９００㎡） 

 

３ 種  別 公営住宅 

 

４ 整備概要  

(第１期事業) 鉄筋コンクリート造 ９階建 １４４戸 

      （戸数内訳：２ＤＫ①５４戸，２ＤＫ②４５戸，３ＤＫ２７戸，４ＤＫ１８戸） 

            附帯施設 駐車場（９０台分），駐輪場，ゴミ置場等 

    

 

５ 管理開始 （第１期事業）平成２８年７月１日 

 

 

 ６ 位 置 図    
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 ７ 配置図 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

３．都市公園等に係る指定管理者の指定について(非公募) 

（議案第267号） 

 

１ 議案提出の理由 

  福岡市が設置する都市公園(舞鶴公園及び東平尾公園)の管理を行わせる指定管理者を指定することに

ついて，地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

２ 議案の内容 

（１）指定管理者に管理を行わせる公の施設 

舞鶴公園及び東平尾公園 

（２）指定管理者に指定する者 

 公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会 

（３）指定する期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間 

 

３ 今回非公募とした理由 

・両公園とも，福岡市を代表する総合公園であり，公園の位置付け，施設内容，市の施策との関連等，

他の公園とは異なる特殊性を有するものである。 

・特に，舞鶴公園については，セントラルパーク構想の推進において県市連携して取り組んでいるとこ

ろであること，また，東平尾公園については，平成31年のラグビーワールドカップ2019開催や，2020

年東京オリンピックに向けてのキャンプ地誘致といった大きなイベントを通じた福岡市の魅力発信な

どの施策推進において，今後５年間における公園の管理運営が行政と密接に連携する必要がある。 

・公益財団法人 福岡市緑のまちづくり協会(以下「協会」という)は都市緑化を推進するという設立趣

旨のもとに，公園等の施設を安全円滑に管理運営してきた実績があり，特に，Ｊリーグ等のプロ球団

による興行や全国規模の大会等を円滑に運営するために求められる施設管理能力および実績を有して

いる。 

・協会は堅実な財政基盤を有しており，両公園の公園管理に求められる管理運営能力を備え，行政と連

携しながら安定的に管理運営ができる団体である。 
  ※上記については，平成２７年３月議会 第４委員会で報告（P26 参考資料） 

 

４ 選考の概要 

（１）業務の内容 

当該公の施設における以下の業務 

 ・行為の制限に関する業務 

 ・利用の制限に関する業務 

 ・利用の承認に関する業務 

 ・使用料の徴収に関する業務 

 ・使用料の減免に関する業務 

 ・公園施設の維持および修繕に関する業務 

 

 

 

 

 

（２）指定管理者選定委員会 

選定委員７名 

※(※)の２名は，公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会の理事および専務理事に就任しており，利害関係者

に該当することから，本件審議には出席させずその他の５名で審議を実施。 

（３）申請・選考経過 

・募集要項配布      平成２７年６月１６日 

・申請書提出期限     平成２７年７月３１日 

・選定委員会による選考  平成２７年９月２５日，１０月１日，１０月７日 

（４）指定管理料の上限額 

 平成２８年度 ５０６，７１８千円 

（５）審査基準 

審査項目 配点 審査の主な観点 
 市民の正当かつ公平な利用の確

保 
15 

○利用者サービスの向上策，ニーズ把握等が適切か 

○適正利用に向けた取組は適切か 

 公園の効用の十分な発揮 

35 

○公園の特性を踏まえた管理運営計画となっているか 

○施設の適切・効率的な維持管理が計画されているか 

○公園の特色を活かす事業展開が計画されているか 

 管理運営体制と人材の確保 

20 

○管理運営体制は適切か 

○地域との連携は図れているか 

○類似施設・類似事業の実績はあるか 

 団体の財務的基盤 10 ○財務諸表による経営基盤の健全性は確保されているか 

 その他 
15 

○社会的貢献とコンプライアンスに対する取組は適切か 

○環境への配慮に資する取り組みは計画されているか 

合計 95  

     

区分 氏名 役職名 

学識経験者 岡本   均 西日本短期大学緑地環境学科 元教授  

学識経験者 愛智 ゆみ 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・ 

コンサルタント協会 常任理事・九州支部長 

学識経験者 朝廣 和夫 九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 

学識経験者 大森 洋子 久留米工業大学建築・設備工学科 教授 

学識経験者 三嶋 良英 日本公認会計士協会北部九州会会員（公認会計士） 

学識経験者 八島 雄士(※) 九州共立大学経済学部 教授 

行 政 大谷雄一郎(※) 住宅都市局みどりのまち推進部長  
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５ 選考結果 

  舞鶴公園および東平尾公園の指定管理者選考においては，非公募で協会に対し指定管理者指定申請書の提

出を求め，申請された内容について，審査を実施した。 

審査においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という)の評価を参考に，

市として総合的に勘案し，協会を指定管理者の候補者としたものである。 

  

（１）舞鶴公園の指定管理者選考結果 

【選定理由】 

・利用者サービスの向上における視点が明確であり，アンケート結果や利用者の意見を積極的に活用する姿

勢がある。 

・セントラルパーク構想を背景に，大濠公園や福岡城むかし探訪館等観光施設との連携した運営管理の姿勢

がある。 

・福岡市のみどり環境を的確に把握したうえでの多様な提案となっている。 

【選定委員会の評価】 

 

（２）東平尾公園の指定管理者選考結果 

【選定理由】 

・利用者サービスの向上における視点が明確であり，不適切利用に対する想定と対応策が具体的である。 

・公園の特色を活かす取り組みとして，公園の利用拡大に向けた具体的で多様な計画がある。 

・従前からの蓄積があるとはいえ，福岡市における唯一の大規模スポーツ施設としての役割を認識し，新し

い取り組みにも挑戦した提案となっている。    

【選定委員会の評価】  

審査項目 配点 評価点 主な評価内容 
 市民の正当かつ公平な利用

の確保 
15 13.6 

公園の歴史性を背景としたサービス向上のための視点が明確に記載されて

いる。 

 公園の効用の十分な発揮 
35 27.4 

公園の特性を踏まえた多彩な企画があり，緑のコーディネーター等市民協働

の提案や，セントラルパーク構想に基づく提案を評価する。 

 管理運営体制と人材の確保 20 19.8 

管理運営体制，人材確保とも申し分ない。ボランティア等との連携が提案さ

れており評価できる。周辺の企業・行政区とのエリア連携による公園のブラ

ンド化が必要では。 

 団体の財務的基盤 10  9.0 財務的基盤は健全である。 

 その他 
15 13.0 

環境への配慮において，当該公園のみならず，市域全体を把握した都市環境

改善における緑の役割を十分理解した配慮がなされている。 

合計 95 82.8  

審査項目 配点 評価点 主な評価内容 
 市民の正当かつ公平な利用

の確保 
15 12.6 

視点が明確に記載されており，具体的な不適正利用に対する対応策が示されて

いる。 

 公園の効用の十分な発揮 
35 26.0 

公園の現況と協会の使命から導かれたテーマは的確であり，課題となっている

施設の老朽化の改善にも積極的，具体的に取り組む姿勢があり，評価できる。 

 管理運営体制と人材の確保 
20 19.6 

管理運営体制，人材確保とも申し分ない。立地上の制約は理解できるが，地域

連携の視点の充実が望まれる。 

 団体の財務的基盤 10  9.0 財務的基盤は健全である。 

 その他 
15 12.6 

多様な環境配慮計画がある。緑地の保全は評価できるが，質の向上において高

い設定が望まれる。 

合計 95 79.8  
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【 参 考 】 

  ○舞鶴公園の概要 

（１）所在地：福岡市中央区城内 

（２）面積：39.3ha（総合公園） 

（３）開園年度：昭和23年度 

（４）主な施設 

①陸上競技場 

日本陸連第３種公認（400m ﾄﾗｯｸ 8 ﾚｰﾝ），ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ，陸上競技場付属施設 

②庭球場 ３面 

③軟式野球場 １面 

④球技場１面，球技場付属施設 

⑤牡丹芍薬園 

⑥駐車場２カ所 

（５）指定管理料および利用実績（平成23～27年度） 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 135,694 135,024 136,793 135,973 134,220 

○利用実績(人) 139,959 127,216 132,460 128,172 － 

 陸上競技場 76,285 63,203 72,164 64,531 － 

球技場 21,566 21,484 21,900 23,353 － 

 野球場 21,384 22,320 19,872 20,520 － 

 テニス場 20,724 20,209 18,524 19,768 － 

※上記金額は消費税込の決算額（27年度については予算額）であり，事業費と施設人件費の合計である。 

※施設利用者数には観客も含む。 
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○東平尾公園の概要 

（１）所在地：福岡市博多区東平尾一丁目，東平尾二丁目，東平尾三丁目，東平尾公園一丁目，東平尾公園二

丁目及び月隈一丁目 

（２）面積：88.1ha（総合公園） 

（３）開園年度：昭和51年度 

（４）主な施設 

 ①陸上競技場 

    日本陸連第1種公認陸上競技場（400mﾄﾗｯｸ９ﾚｰﾝ，ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ，ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ・ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ），補助競技場

（日本陸連第3種公認陸上競技場：400mﾄﾗｯｸ８ﾚｰﾝ），補助競技場付属施設，投てき練習場（第2野球

場として兼用），陸上競技場付属施設，駐車場３カ所 

  ②庭球場（砂入り人工芝） 

   ｾﾝﾀｰｺｰﾄ１面，屋内ｺｰﾄ4面、屋外ｺｰﾄ15面，庭球場付属施設，駐車場1カ所  

 ③野球場（２面：第1野球場、第3野球場）   

 ④球技場 

球技場１面(天然芝)，ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ(地上5階，地下1階)，ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ，ﾊﾞｯｸｽﾀﾝﾄﾞ，球技場付属施設，地

下体育館，駐車場1カ所，立体駐車場  

  ⑤弓道場 

遠的2的，近的10的，弓道場付属施設 

        ⑥その他 

・大谷広場（冒険ｺｰﾅｰ：25,000㎡，ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具） 

・展望台（貝花尾展望台、丸尾展望台，奥林展望台） 

・遊歩道（約4km） 

・駐車場（大谷第1駐車場，大谷第2駐車場）     

（５）指定管理料および利用実績（平成23～27年度） 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 399,512 382,853 370,401 369,756 363,330 

○利用実績(人) 708,704 665,438 653,995 629,752 － 

 有料施設 583,359 530,711 516,406 487,811 － 

 陸上競技場 170,484 190,463 171,686 130,745 － 

補助競技場 7,331 5,421 5,970 17,665 － 

球技場 237,137 188,300 175,000 173,563 － 

地下体育館 14,802 12,800 12,200 10,068 － 

テニス競技場 114,058 97,547 118,350 122,133 － 

弓道場 25,076 25,227 21,372 24,361 － 

野球場 14,471 10,953 11,828 9,276 － 

無料施設 125,345 134,727 137,589 141,941 － 

 補助競技場 17,644 22,018 21,104 20,883 － 

大谷広場 107,231 112,342 115,841 120,603 － 

施設見学者 470 367 644 455 － 

※上記金額は消費税込の決算額（27年度については予算額）であり，事業費と施設人件費の合計である。 

※施設利用者数には観客も含む。 

※補助競技場は，団体利用は有料，共用（個人）利用は無料で区分。 
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  公園における指定管理者選定について 

 
１ 公園管理の経緯と今後の方向性 

   住宅都市局所管公園（局管理公園，区管理公園）の管理については，昭和６0 年度（公財）福岡市緑のま

ちづくり協会（以下協会）設立時からすべての公園管理を当協会に委託してきた。 
平成１５年度の地方自治法改正により指定管理者制度が創設されたことを受け，住宅都市局が管理する公

園については，平成 17 年度に，「「平成１８年度から順次公募による指定管理者制度を導入することとし，舞

鶴公園，東平尾公園についても平成２８年度からは公募へ移行する」とし，あわせて「方針の見直しについ

ては，今後，あらゆる面から検討を行い，見直しを進めるものとする」」との方針を決定，これまで 16 公園

のうち 14 公園について，民間の指定管理者へ移行した。 
   一方で，区管理公園については，特命随意契約により協会に業務委託してきたが，多様な市民ニーズへの

対応，市民との共働を推進する観点から，平成２７年度から区役所の体制強化を図り，区の直接管理へ見直

すこととした。 
 局管理公園のうち，これまで非公募としてきた舞鶴公園，東平尾公園については現在の指定期間が平成 27
年度末までとなっているため，今後，指定管理者の公募手続きを行う必要があるが，方針決定時とは公園を

取り巻く状況が変化していることから，上記方針に基づき，次期公募におけるこの 2 公園の取扱を見直すも

のである。 
 
２ 現在の指定管理者の指定状況 

（１）指定期間：平成 23 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの５年間 
      （かなたけの里公園については，平成 27 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までの 5 年間） 
（２）対象公園と指定管理者一覧 ： 別添資料１のとおり 
 
３ 次期指定管理者の選定方針(案) 

 
 
 
 
 
４ 舞鶴公園と東平尾公園を非公募とする理由 

   舞鶴公園と東平尾公園については，約 1,600 ある本市公園のなかでも，以下のような特殊性を有する公園

である。 
（１）舞鶴公園 

項目 特殊性の内容 求められる管理運営能力 

公園の位置付け 隣接する大濠公園とともに，本市中心部の貴

重なオープンスペースであり，2 つの国史跡

（福岡城跡・鴻臚館跡）を有する全国的にも

貴重な公園である。 

市を代表する公園であり，観光目的に市内外から利用者

が訪れるなど，他の公園と異なり管理の質，安定性が求

められる。 

また，管理運営においては，文化財，集客，スポーツ等

の関連部局との緊密な連携が必須である。 施設の特殊性 城壁や櫓などの文化財や平和台陸上競技場と

いった由緒あるスポーツ施設を有する総合公

園である。 

市の施策や課題 

(公園を取り巻く

状況の変化） 

 

 

 

大濠公園との一体的活用を図るために，県と

ともに策定した「セントラルパーク構想（平

成 26 年 6 月）」において，管理面においても

県・市が連携して管理運営体制の充実強化を

図ることとしている。 

今後，県とのより一層の連携が必要であり，まずは市民

や企業の参加を通して公園の管理運営を充実させてい

くソフト面での取組みが求められている。 

また，募金や寄付といった市民等の善意を反映する仕組

みや体制が必要である。 

福岡城さくらまつり，西日本大濠花火大会と

いった，市を代表する集客イベントが開催。 

関係部局，団体との協議において，公園管理者(市)と同

等に高度な判断，責任が求められる。 
 
 

 
（２）東平尾公園 

項目 特殊性の内容 求められる管理運営能力 

公園の位置付け 本市公園における最大規模（88.1ha)，かつ 
複数のスポーツ施設を有する総合公園であ

る 

広大かつ分散した施設を総合的かつ効率的に管理する能

力が必要である。 

施設の特殊性 
 
 

陸上競技場，球技場，テニス競技場，弓道場

といった特殊施設（建築物・設備）が多い。 
特殊施設の維持管理に関するノウハウが必要である。 

市民レベルのスポーツ大会から全国大会，プ

ロの利用に至るまで，幅広い利用に対応でき

る本格的な施設である。 

各種競技団体等との利用調整においては多様な要求が交

錯する複雑なものであるため，行政と同等の立場で公平，

公正に関係団体と調整を行うことが求められる。 

市の施策や課題 
(公園を取り巻く

状況の変化） 
 
 
 

2019 年のラグビーワールドカップや 2020
年の東京オリンピック開催に伴う各国のキ

ャンプ地の誘致において都市間の誘致競争

が激化する中で，本市施策を推進するうえで

非常に重要な役割を担う公園である。 

関係団体や国等による視察対応においては，管理者といえ

ども民間事業者では対応できない場合がある。 
また，市担当部局との連絡調整や協議においても，公園管

理者(市)と同等に高度な判断が必要となる場合が多い。 

施設の老朽化の進行 
(今後，市による大規模改修が必要) 

大規模改修においては，一定期間，施設の利用停止が伴う

ため，各種競技団体等と利用調整が必要であり，市と同程

度の調整能力が必要である。 
大会等における周辺対応（特に交通対策）が

必須。 
交通管理者(警察)との協議においては，公的な管理者によ

る対応が求められる。 
 
 （３）両公園に共通する事項 
  ① 今後，公園施設の充実や改修（大規模改修）が見込まれる可変性の高い公園である。 
    → 変化に柔軟に対応できる安定した管理能力が必要。 
  ② 地域防災計画において広域避難地に指定されており，災害時の避難，応急活動の拠点である。 

→ 平常時と同様に安定した管理運営が必要である。 
 
これら公園管理に求められる管理運営能力を備え，行政と連携しながら管理運営ができる団体は協会の他にな

いことから，舞鶴公園及び東平尾公園の次期指定管理者選定においては，協会を非公募で選定するものである。 
 
【補足】協会の特性 
・協会は，これまでも長きにわたり上記 2 公園を良好に管理運営してきた実績がある。 
  →今までの管理運営ノウハウの蓄積があり，今後の２公園の管理運営を行うに問題はない。 

  →福岡市が公園管理のノウハウを維持していくためには、市または市の外郭団体が公園管理を継続してい

くことが必要である。 
・平成 22 年 12 月 1 日に公益財団法人に認定された。 

→収益事業収入の半分以上を公益事業(都市緑化等)に充当する必要があり，実績もある。 
・協会はこれまで両公園で，緑に親しむイベントや講座の実施を通じ，緑のコーディネーターをはじめとする

市民ボランティア等，市民・企業との共働による緑のまちづくりを担う人材育成を行ってきた。 
→今後，さらなる市民共働の緑のまちづくりを推進してく上で，両公園を市民ボランティアの育成・活動

の起点として全市的な展開を図っていく必要がある。 
 
【参考】 今後の指定管理者指定スケジュール(案) 

時期 スケジュール 

平成 27 年 5 月   

  〃  6 月～7月 

  〃  10 月 

  〃  12 月 

平成 28 年 1 月 

  〃  4 月 1 日～ 

市公報により募集公告(※) 

募集要項配布，募集受付(※) 

応募書類審査，指定管理者候補者 選定 

指定管理者の指定について議案提出 

指定管理者との基本協定書締結 

管理運営開始 

      ※は公募による指定管理公園のみ

次期指定管理者選定において，舞鶴公園および東平尾公園については，協会を非公募で選定する。 

（その他の 13 公園については，これまでどおり公募により指定管理者を選定する）。 

参考資料（平成 27 年 3 月 第 4委員会報告資料） 
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公園における指定管理者制度の導入と変遷 
 
 

１．公園における指定管理の導入の経緯 

  平成 15 年度に地方自治法改正が改正され，「公の施設」の管理に民間活力を導入する指定管理者制度が導入。 
本市では第１次外郭団体改革実行計画を策定し，外郭団体の担う役割の整理や，公の施設の管理の在り方の見直しに取り組み，指定管理制度を導入することを決定し，公園についても，平成１７年度にそれまで管理

委託制度を導入していた公園について，平成１８年度から順次指定管理者制度に移行することとした。 

２．指定管理者制度導入の変遷 

 

 

資料 1 

種別 面積
（ha）

H18からH22まで 現在

東平尾公園 総合 88.1 ○ ○

舞鶴公園 総合 39.3 ○ ○

雁の巣レクリエーションセンター
国営の
一部

66.2 ○ ○
（財）公園緑地管理財団
　(現：（一財）公園財団）

（一財）公園財団

西部運動公園 運動 11.1 ○ ○ グループフォース

今津運動公園 運動 25.6 ○ ○ 九州グラウンド（株）

桧原運動公園 運動 13.3 ○ ○ 木下緑化建設㈱

友泉亭公園 歴史 1.1 ○ ○ 安藤造園土木㈱ 安藤造園土木㈱

楽水園 都緑 0.29 ○ ○ 安藤造園土木㈱ ㈱福岡植木

月隈パークゴルフ場 都緑 2.0 ○ ○ ㈱都市造園 月隈パークゴルフアメニティグループ

松風園 都緑 0.24 － ○ ○ ○ デザイン都市プロジェクトチーム ㈱都市造園

アイランドシティ中央公園 総合 15.3 － 直営　○ ○ ○ ㈱西鉄グリーン土木 ㈱西鉄グリーン土木

青葉公園 総合 10.8 ○ ○ アオバパークメンテナンスグループ アオバパークメンテナンスグループ

小戸公園 総合 18.8

生の松原海岸森林公園 風致 16.4

西南杜の湖畔公園 総合 12.2 ○ ○ 九州林産㈱ 九州林産㈱

かなたけの里公園 風致 12.7 － － － － － － ○ ○ － チーム里の環

※かなたけの里公園は，初回の選定時は指定期間を3年間以内とする「指定管理者の指定の手続きに関するガイドライン（総務企画局）」の規程に従い，3年間としていた(現在，この規程は廃止）。
平成27年度に公募を実施し，平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間，現在の指定管理者である「チーム里の環」を指定。

○ ㈱環境開発 ㈱環境開発

区役所管理
（干隈中央公園）

区役所管理　○

区役所管理　○ ○

27
指定管理者

管
理
委
託

（財）福岡市森と緑のまちづくり協会
 （現：(公財)福岡市緑のまちづくり協会）

(公財)
　福岡市緑のまちづくり協会

（財）福岡市森と緑のまちづくり協会
 （現：(公財)福岡市緑のまちづくり協会）

21 22 23 24 25 26

　　　　   　　　　導入年度
対象施設

公園の概要

17 18 19 20

公募 非公募 ○：指定管理者選定および指定

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

参考資料（平成 27 年 3 月 第 4委員会報告資料） 
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 ４．都市公園等に係る指定管理者の指定について(公募) 

（議案第268号～第276号，第278号～第280号） 

 

１ 議案提出の理由 

  福岡市が設置する都市公園等１３施設の管理を行わせる指定管理者を指定することについて，地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

２ 議案の内容 

（１）指定管理者に管理を行わせる公の施設 

小戸公園及び生の松原海岸森林公園 外１１施設（29ページのとおり） 

（２）指定管理者に指定する者 

 株式会社 環境開発 外１１団体（29ページのとおり） 

（３）指定する期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間 

 

３ 公募及び選定の概要 

（１）業務の内容 

当該公の施設における以下の業務 

 ・行為の制限に関する業務 

 ・利用の制限に関する業務（雁の巣レクリエーションセンターを除く） 

 ・利用の承認に関する業務 

 ・使用料の徴収に関する業務 

 ・使用料の減免に関する業務 

 ・公園施設の維持および修繕に関する業務 

（２）応募資格 

・法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。 

・申請時点で福岡市内に事業所・事務所を置く団体であること。 

（３）応募者 

    30，31ページのとおり 

（４）指定管理者選定委員会 

選定委員７名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）募集・選定経過 

・募集要項配布開始    平成２７年６月１６日 

・応募受付期限      平成２７年７月３１日 

・選定委員会による選考  平成２７年９月２５日，１０月１日，１０月７日 

（６）指定管理料の上限額 

 29ページのとおり 

（７）審査基準 

審査項目 配点 審査の主な観点 

 市民の正当かつ公平な利用の

確保 
15 

○利用者サービスの向上策，ニーズ把握等が適切か 

○適正利用に向けた取組は適切か 

 公園の効用の十分な発揮 

35 

○公園の特性を踏まえた管理運営計画となっているか 

○施設の適切・効率的な維持管理が計画されているか 

○公園の特色を活かす事業展開が計画されているか 

 管理運営体制と人材の確保 

20 

○管理運営体制は適切か 

○地域との連携は図れているか 

○類似施設・類似事業の実績はあるか 

 施設の管理運営に要する経費  5 ○指定管理経費の節減(効率的な配分)が図られているか 

 団体の財務的基盤 10 ○財務諸表による経営基盤の健全性は確保されているか 

 その他 
15 

○社会的貢献とコンプライアンスに対する取組は適切か 

○環境への配慮に資する取り組みは計画されているか 

合計 100  

    ※日本庭園（友泉亭公園，楽水園および松風園）については，「公園の効用の十分な発揮」および

「管理運営体制と人材の確保」に各10点を加算し，合計120点満点とした。 

 

４ 選定結果 

     32～56ページのとおり 

 

区分 氏名 役職名 

学識経験者 岡本   均 西日本短期大学緑地環境学科 元教授  

学識経験者 愛智 ゆみ 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・ 

コンサルタント協会 常任理事・九州支部長 

学識経験者 朝廣 和夫 九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 

学識経験者 大森 洋子 久留米工業大学建築・設備工学科 教授 

学識経験者 三嶋 良英 日本公認会計士協会北部九州会会員（公認会計士） 

学識経験者 八島 雄士 九州共立大学経済学部 教授 

行 政 大谷雄一郎 住宅都市局みどりのまち推進部長  
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指定管理者に管理を行わせる公の施設名および指定管理者に指定する者(一覧) 

議案番号 指定管理者に管理を 

行わせる公の施設 

指定管理者に指定する者 

(○：代表者) 

指定管理料 

上限額(円) 

選定結果 

説明頁 

第 268 号 小戸公園及び 

生の松原海岸森林公園 

株式会社 環境開発 53,953,000 32 頁 

第 269 号 西部運動公園 グループフォース 

○マタケ造景株式会社 

コウフ・フィールド株式会社 

株式会社 九州総合管理 

60,803,000 34 頁 

第 270 号 今津運動公園 九州グラウンド株式会社 99,720,000 37 頁 

第 271 号 桧原運動公園 木下緑化建設株式会社 66,708,000 

 

 

39 頁 

第 272 号 青葉公園 アオバパークメンテナンスグループ 

○三浦造園土木建設株式会社 

   平井スポーツ建設株式会社 

39,395,000 41 頁 

第 273 号 西南杜の湖畔公園 九州林産株式会社 60,535,000 43 頁 

第 274 号 友泉亭公園 安藤造園土木株式会社 28,228,000 45 頁 

第 275 号 楽水園 

 

株式会社 福岡植木 23,802,000 47 頁 

第 276 号 松風園 株式会社 都市造園 22,423,000 49 頁 

第 278 号 月隈北緑地 東洋緑地建設株式会社 23,597,000 

 

 

51 頁 

第 279 号 アイランドシティ 

中央公園 

株式会社 西鉄グリーン土木 109,008,000 53 頁 

第 280 号 福岡市雁の巣 

レクリエーションセンター 

 

一般財団法人 公園財団 151,854,000 55 頁 



 

指定管理者に管理を行わせる公の施設毎の応募者一覧 

 

  

指定管理者に管理を 

行わせる公の施設 

応募 

者数 

応募団体 

(申請順 ○：代表者)   

小戸公園及び 

生の松原海岸森林公園 

２団体 

 

株式会社 環境開発 

株式会社 フクユー緑地 

西部運動公園 １団体 グループフォース 

 ○マタケ造景株式会社 

  ・コウフ・フィールド株式会社 

  ・株式会社 九州総合管理 

今津運動公園 

 

１団体 九州グラウンド株式会社 

桧原運動公園 １団体 木下緑化建設株式会社 

青葉公園 １団体 アオバパークメンテナンスグループ 

○三浦造園土木建設株式会社 

  ・平井スポーツ建設株式会社 

西南杜の湖畔公園 １団体 九州林産株式会社 

友泉亭公園 ４団体 別府・千年翠共同事業体 

  ○株式会社 別府梢風園 

  ・株式会社 千年翠 

友泉亭公園運営管理グループ 

  ○株式会社 日比谷花壇 

  ・株式会社 中村緑地建設 

安藤造園土木株式会社 

森園芸場・イークラフト共同企業体 

  ○株式会社 森園芸場 

  ・株式会社 イー・クラフト 

楽水園 ２団体 楽水園運営管理グループ 

  ○株式会社 日比谷花壇 

  ・株式会社 中村緑地建設 

株式会社 福岡植木 
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指定管理者に管理を 

行わせる公の施設 

応募 

者数 

応募団体 

（申請順 ○：代表者） 

松風園 ３団体 三菱電機ライフサービス株式会社 

 

松風園運営管理グループ 

  ○株式会社 日比谷花壇 

  ・株式会社 中村緑地建設 

株式会社 都市造園 

 

月隈北緑地 ３団体 北川緑地建設・環ヴィトーム共同体 

○株式会社 北川緑地建設 

  ・株式会社 環ヴィトーム 福岡設計室 

東洋緑地建設株式会社 

大熊造園土木株式会社 

アイランドシティ中央公園 ２団体 株式会社 小山千緑園 

株式会社 西鉄グリーン土木 

福岡市雁の巣 

レクリエーションセンター 

２団体 一般財団法人 公園財団 

麻生・福岡総合ビル 公園管理共同事業体 

  ○麻生教育サービス株式会社 

  ・官公需適格組合 福岡総合ビル管理事業協同組合 

合計 23 団体  
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小戸公園及び生の松原海岸森林公園の指定管理者選定結果 

 

 

小戸公園及び生の松原海岸森林公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管

理者選定委員会(以下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，株式会

社 環境開発を指定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

  ・利用者サービス向上計画において，きめ細かな計画がある。また，ニーズ把握を公園内の

みならず地域についても計画しており評価できる。 

  ・緑の地域資源に着目し，白砂青松の保全と，防災拠点づくりをテーマとしたのは公園の特

徴を捉えており効果的である。 

  ・植栽をはじめ施設維持管理計画が詳細に記載されている。 

 

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

応募者名 
【候補者】 

 株式会社 環境開発 
【次点】 

株式会社 フクユー緑地 

提案額 53,590,660 円 51,482,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 

 市民の正当かつ公平な

利用の確保 
15 13.4 

ニーズ把握を公園内のみならず，地域訪

問によっても計画しており意識の高さ

が評価できる。 

12.7 

 公園の効用の十分な 

発揮 
35 23.1 

管理運営のテーマ設定において，防災と

歴史という興味深いテーマを設定して

おり，管理運営との整合性がある程度確

保され，実現可能性が感じられる。 

22.2 

 管理運営体制と人材の

確保 
20 14.6 

常勤職員に造園の有資格者が計画され

ていないが，地域との連携計画におい

て，地域に積極的に出向く姿勢がある。

14.3 

 施設の管理運営に要す

る経費 
5  4.0 

目毎に縮減方法は計画されているが，項目

間で効率的に配分する考え方が提示され

ていない。 

5.0 

 団体の財務的基盤 10 10.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 7.0 

 その他 15 11.3 

社会的貢献について，子供や学生の就労

体験受け入れや障がい者の雇用計画が

ある。 

11.1 

合計 100 76.4  72.3 
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【 参 考 】 

 ○小戸公園の概要 

（１）所在地：福岡市西区小戸二丁目及び小戸三丁目 

（２）面積：17.3ha(総合公園) 

（３）開園年度：昭和 17 年度 

（４）主な施設 

   多目的球技場 1面，多目的広場（遊具 4基，1.9ha），樹林（約 4.8ha），なぎさの広場

（遊具 2 基，1.5ha），入り江散策ゾーン（バーベキューコーナー），その他（管理棟，

有料駐車場等）   

  （５）指定管理料と利用実績の推移(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 52,455 52,454 53,787 54,101 53,953 

○利用実績(人)      

 ・多目的球技場(人) 11,228 12,264 14,656 17,321 － 

・駐車場（台） 92,224 94,105 77,358 70,987 － 

※指定管理料は生の松原海岸森林公園を含む。 

※上記金額は消費税込。 

  

 ○生の松原海岸森林公園の概要 

（１）所在地：福岡市西区生の松原一丁目及び生の松原二丁目 

（２）面積：16.4ha(風致公園) 

（３）開園年度：平成 10 年度 

（４）主な施設 

   松林内の散策園路，芝生広場（0.6ha） 

    

 ○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   株式会社 環境開発 

（２）代表者   代表取締役 牟田 義彦 

 （３）所在地   福岡市博多区吉塚六丁目6番36号 

 （４）設立年月日 昭和39年5月1日 

 （５）資本金   476,000,000円 

（６）業務内容 

・上下水道，道路，貯水槽，その他公共施設等の清掃並びに維持管理 

・土木工事，建築及び付属設備工事，とび・土工・コンクリート工事，管工事，舗装工

事，浚渫工事，塗装工事，防水工事，造園工事，水道施設工事，ボーリング工事等の

設計施工並びにコンサルタント業務等の設計施工並びにコンサルタント業務 

・一般廃棄物及び産業廃棄物の収集・運搬及び処理業  ・その他 

 （７）主な実績 

    ・小戸公園及び生の松原海岸森林公園指定管理者（福岡市） 

・公園内ごみ搬出等業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 

・公園園内清掃及び便所清掃業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 
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西部運動公園の指定管理者選定結果 

 

 

西部運動公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，グループフォース(代表者 マ

タケ造景株式会社)を指定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・（管理運営のテーマ設定において）スポーツ施設，ドッグランなど，施設の特徴を活かし

た地域との連携が計画されている。施設と利用者を見据えた効率的な計画である。 

・ビオトープ池の取り組み，薬剤使用の低減活動といった環境への配慮がある。 

 

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

応募者名 
【候補者】 グループフォース 

（マタケ造景株式会社・コウフ・フィールド株式会社 
・株式会社 九州総合管理） 

提案額 60,480,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 

 市民の正当かつ公平な 

利用の確保 
15 8.7 

車椅子の貸し出しや，不適切利用に対する 3 段階での対

応などは評価できるが，提案の具体性がない項目がある。 

 公園の効用の十分な発揮 35 17.4 

スポーツ施設，ドッグランなど，施設の特徴を活かした地域

との連携が計画されている。施設と利用者を見据えた効率

的な計画である。 

 管理運営体制と人材の 

確保 
20 17.3 可能な範囲で地域との連携が計画されている。 

 施設の管理運営に要する

経費 
5  5.0 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべきでな

いものがない。 

 団体の財務的基盤 10  9.0 

グループ３社とも直近３年で当期純利益を計上しているが

直近３か年連続で流動比率，自己資本比率が採点基準

（各 120%，20%）を満たしているのは２社だけである。 

 その他 15 10.3 
ビオトープ池の取り組み，薬剤使用の低減活動といった環

境への配慮がある。 

合計 100 67.7  
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【 参 考 】 

○西部運動公園の概要 

（１）所在地：福岡市西区大字飯盛 

（２）面積：11.1ha(運動公園） 

（３）開園年度：昭和 54 年度 

（４）主な施設 

    硬式野球場 1面，テニスコート 10 面，壁打ちコート１面，その他の球技場 1面，芝生広

場（芝舗装・遊具 9基，1.6ha），その他（管理棟，有料駐車場，ドッグラン等）   

（５）指定管理料および利用実績(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 52,660 52,660 53,052 54,539 60,803 

○利用実績(人) 94,037 97,038 78,815 95,489  

 野球場 20,551 22,733 22,025 19,362 － 

 テニス場 48,510 49,850 36,216 48,159 － 

 球技場 24,976 24,455 20,574 27,968 － 

※上記金額は消費税込。 

※指定管理料について，H27 年度の増額は，駐車場有料化によるものである。 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   グループフォース 

（２）構成団体（○：代表者） 

  ○マタケ造景株式会社 代表取締役 真武 弘延 

         コウフ・フィールド株式会社 代表取締役 加治木 英隆 

         株式会社 九州総合管理 代表取締役 後藤 元生 

（３）各団体の概要 

   ①マタケ造景株式会社 

    ○所在地   福岡市東区大字香椎472番3 

    ○設立年月日 平成２年７月５日 

    ○資本金   10,000,000円 

    ○業務内容 

・造園工事の企画・設計・施工・監理・維持管理及び請負 

・土木工事，スポーツ施設工事，とび土木工事，給排水，衛生設備の企画・設計・施

工・監理及び請負  ・その他 

   ②コウフ・フィールド株式会社 

○所在地   福岡市博多区東那珂二丁目19番25号 

    ○設立年月日 昭和49年５月20日 

    ○資本金   40,000,000円 

    ○業務内容 

  ・屋内外運動施設，総合運動公園，及びそれらの付帯施設の維持管理及び運営に関す

る業務委託及び指定管理業務 

・建築工事，土木工事，大工工事，左官工事，とび・土工・コンクリート工事，石工事，

屋根工事，電気工事，管工事，タイル・れんが・ブロック工事，鋼構造物工事，鉄筋
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工事，ほ装工事，板金工事，ガラス工事，塗装工事，防水工事，内装仕上げ工事，機

械器具設置工事，熱絶縁工事，電気通信工事，造園工事，建具工事，水道施設工事及

び消防施設工事の設計・施工・管理・工事監理及びそれらの仲介・斡旋業務 

  ・その他 

   ③株式会社 九州総合管理 

○所在地   福岡市城南区七隈七丁目24番22号 

○設立年月日 昭和63年６月１日 

○資本金   10,000,000円 

○業務内容   

 ・ビルの清掃管理 

  ・空調設備，電気設備，貯水槽の清掃管理 

  ・汚物，ゴミの収集 

  ・警備保安業務  ・その他 

 （４）主な実績（代表者のみ）  

・西部運動公園指定管理者（福岡市）  

・平尾霊園管理業務委託(福岡市) 

・東区内学校施設他樹木管理業務委託（財団法人福岡市施設整備公社） 
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今津運動公園の指定管理者選定結果 

 

 

今津運動公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，九州グラウンド株式会社を指

定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・利用者サービスの向上策において，芝生環境の質向上，夏場の屋外環境，施設の高度利用

など具体的である。また，女性や幼児，高齢者，社会的弱者への配慮がある。 

・「はだしで遊ぼう」という管理運営のテーマ設定について，芝生という本公園の特性から

導かれた妥当性があり，「はだし」，「感じる」など公園の価値を高める方策が具体的で

ある。また，テーマと取り組みの整合性が随所に見られ好感が持てる。 

・芝生の管理水準が高く設定されており，また，芝生を活かした事業計画があり評価できる。 

・運動公園でありながら，生物多様性や星空観察など空間的広がりが感じられる。 

  

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査項目 

応募者名 【候補者】 九州グラウンド株式会社 

提案額 98,899,200 円 

配点 評価点 主な評価内容 

 市民の正当かつ公平な

利用の確保 
15 12.5 

障がい者協議会の設置などニーズ把握への意識が高く評価

できる。 

 公園の効用の十分な 
発揮 

35 27.6 
芝生の品質を活かしたニーズに応じた計画は，柱が明確で

評価できる。コミュニティとの連携も含まれている。 

 管理運営体制と人材の

確保 
20 19.7 管理運営体制，人材確保とも申し分ない。 

 施設の管理運営に要す

る経費 
5  4.0 

項目ごとに縮減方法は提案されているが，項目間で効率的

に配分する考えが提示されていない。 

 団体の財務的基盤 10  9.0 直近 3年中 2年，当期純利益を計上している。 

 その他 15 11.6 

公園やグループの社会的役割をよく理解している。 

環境への配慮において現薬剤，干潟，夜空への視点は評価

でき，今後の展開が大いに期待される。 

合計 100 84.4  
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【 参 考 】 

 ○今津運動公園の概要 

（１）所在地：福岡市西区今津 

（２）面積：25.6ha（運動公園） 

（３）開園年度：平成 4年度 

（４）主な施設 

   体育館（35ｍ×35ｍ，約 1,200 ㎡），球技場 2 面（天然芝：Ａグラウンド(北側)約 2ha，

Ｂグラウンド(南側)約 1ha），テニスコート 18 面，壁打ちコート 1 面，多目的グラウン

ド（約 2.6ha：野球，ソフトボール場），芝生広場（約 1.8ha)，その他（遊具広場等）  

（５）指定管理料および利用実績（平成23～27年度） 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 89,850 89,850 89,988 97,631 99,720 

○利用実績 100,157 109,264 113,676 120,664 － 

 体育館(人) 27,988 31,025 31,421 33,706 － 

テニス場(人) 50,919 53,211 55,728 58,332 － 

球技場Ａ(芝)（人） 9,084 7,941 7,615 7,121 － 

球技場(多目的)(人) 12,166 17,087 18,912 18,759 － 

球技場Ｂ(芝)（人） － － － 2,746 － 

※上記金額は消費税込。 

※球技場Ｂは平成26年10月供用開始。 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   九州グラウンド株式会社 

（２）代表者   代表取締役 生林 弘太郎 

 （３）所在地   福岡市東区和白東二丁目１番44号 

 （４）設立年月日 昭和46年10月12日 

 （５）資本金   30,000,000円 

（６）業務内容 

・グラウンド及びコート，ゴルフコース，スポーツランドその他スポーツに関する施設

の設計施工 

・上記施設の維持管理，補修，施工及び管理に必要な材料ならびに用具の販売修理 

・その他 

 （７）主な実績 

・今津運動公園指定管理者（福岡市） 

・平成26年度福岡市東区公園等管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 

・日の里ほか13団地植物管理工事（独立行政法人 都市再生機構） 

・平成24年度福岡市博多区公園等管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 
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桧原運動公園の指定管理者選定結果 

 

 

桧原運動公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下

「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，木下緑化建設株式会社を指定

管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・利用者サービスの向上策において，弱者や顧客に対するきめ細やかな配慮が見られる。 

・一般論でなく，対象地を意識したニーズの把握や，苦情対応の目的・手法が的確に設定さ

れている。 

・公園利用の現状分析から導かれた管理運営のテーマや取り組みの方向性が公園の特性と合

致している。 

・緑地を３つのゾーンに分けて管理の効率化を図る計画であり評価できる。 

・社業の姿勢と当該公園の管理姿勢が連動しており，社会貢献を明確に記載している。 

 

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

応募者名 【候補者】木下緑化建設株式会社 

提案額 66,300,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 

 市民の正当かつ公平な

利用の確保 
15 12.0 

弱者や顧客に対応したきめの細かいサービスが計画されてい

る 

 公園の効用の十分な 

発揮 
35 26.2 

公園利用の現状分析から導かれるテーマ設定や取り組みの方

向性は公園の特性と合致しており評価できる。 

 管理運営体制と人材の

確保 
20 17.4 地域社会との連携が具体的に記載されている。 

 施設の管理運営に要す

る経費 
5  5.0 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべきでな

いものがない。 

 団体の財務的基盤 10  9.0 直近 3年中 2 年，当期純利益を計上している。 

 その他 15 12.0 
生物多様性への取り組みなど，エコアクション 21 と連動して本

公園の管理に取り組んでおり，その手法を評価する。 

合計 100 81.6  
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【 参 考 】 

 ○桧原運動公園の概要 

（１）所在地：福岡市南区大字桧原，桧原五丁目，桧原六丁目及び大字柏原 

（２）面積：約 13.3ha（運動公園） 

（３）開園年度：平成 5年度 

（４）主な施設 

   硬式野球場 1 面，テニスコート 7 面，多目的広場（２箇所：1.0ha , 0.3ha），自由広

場（0.3ha），遊具広場，健康広場，その他（管理棟，駐車場等）   

  （５）指定管理料と利用実績の推移(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 64,855 64,855 64,947 66,781 66,708 

○利用実績(人) 80,972 83,099 80,668 87,214  

 ・野球場 32,186 29,993 28,378 26,085 － 

・テニス場 48,786 53,106 52,290 61,129 － 

※上記金額は消費税込。 

 

 ○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   木下緑化建設株式会社 

（２）代表者   代表取締役社長 木下 浩市 

 （３）所在地   福岡市南区長丘三丁目13番27号 

 （４）設立年月日 昭和42年２月９日 

 （５）資本金   45,000,000円 

（６）業務内容 

・植木，苗木類の販売 

・各種庭公園設計施工 

・土木工事一式 

・その他 

 （７）主な実績 

・桧原運動公園指定管理者（福岡市） 

・グリーンピアなかがわ管理運営業務（福岡県那珂川町） 

・平成26年度福岡市博多区街路樹等管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 

・国営吉野ケ里歴史公園管理運営業務（国土交通省九州地方整備局） 
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青葉公園の指定管理者選定結果 

 

 

青葉公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選定

委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，アオバパークメンテナンスグループ

(代表者 三浦造園土木建設株式会社)を指定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

 ・サービス向上計画において，車椅子，歩行器の貸し出し以外に，車椅子利用者への配慮

といったバリアフリーへの基本的対応がある。 

 ・植栽管理において，植栽の機能ごとに詳細に計画されている。 

 ・地域との連携において，取り組み対象が具体的であり，また，秋祭りなど校区行事の誘

致などの取り組みが評価できる。 

  

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

応募者名 
【候補者】アオバパークメンテナンスグループ 

(三浦造園土木建設株式会社・平井スポーツ建設株式会社) 

提案額 38,380,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 

 市民の正当かつ公平な

利用の確保 
15 11.6 

記載内容は簡略すぎるが，バリアフリーへの基本的対応や，公

園モニター制度の計画などサービス向上，ニーズ把握計画は適

切である。 

 公園の効用の十分な 

発揮 
35 22.3 

地域を対象とした多様な自主事業の開催があり，テーマが反映

された集客計画となっている。 

 管理運営体制と人材の

確保 
20 19.0 

専門的人材の確保において，人員，経験は十分であるが，造

園，土木以外の資格取得者が少ない。 

地域との連携において取り組み対象が具体的である。 

 施設の管理運営に要す

る経費 
5  4.0 

項目毎に縮減方法は計画されているが，項目間で効率的に配

分する考え方が提示されていない。 

 団体の財務的基盤 10  9.5 
グループ構成企業 2 社のうち直近 3 年で当期純利益を計上して

いるのが 1 団体だけである。 

 その他 15 11.2 自主事業における環境への配慮計画があり評価できる。 

合計 100 77.6  
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【 参 考 】 

 ○青葉公園の概要 

（１）所在地：福岡市東区青葉三丁目及び青葉四丁目 

（２）面積：約 10.8ha（総合公園） 

（３）開園年度：平成 13 年度 

（４）主な施設 

   テニスコート 7 面，壁打ちコート１面，土の広場（0.6ha），芝生広場（1.3ha），遊具

広場（遊具 4基，96 ㎡），冒険広場（遊具 2 基，66 ㎡），その他（管理棟，駐車場等） 

  （５）指定管理料と利用実績の推移(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 38,300 38,300 38,577 39,617 39,605 

○利用実績(人)      

 ・テニス場 18,026 27,408 32,866 36,831 － 

※上記金額は消費税込。 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   アオバパークメンテナンスグループ 

（２）構成団体（○：代表者） 

    ○三浦造園土木建設株式会社 代表取締役 三浦 義孝 

          平井スポーツ建設株式会社 代表取締役 平井 秀文 

（３）各団体の概要 

①三浦造園土木建設株式会社  

   ○所在地   福岡市東区青葉一丁目19番21号 

○設立年月日 平成12年４月18日 

○資本金   20,000,000円 

○業務内容 

・造園・緑化工事の企画，設計，施工，請負 

・公園，街路樹，緑地帯の維持管理及び清掃 

・土木・建築工事，スポーツ施設の企画，設計，施工，請負 ・その他 

②平井スポーツ建設株式会社 

○所在地   福岡市東区箱崎三丁目13番15号 

   ○設立年月日 昭和44年10月１日 

   ○資本金   45,000,000円 

○業務内容 

・土木工事業 

・体育施設器具の製作，設置，販売 

・公共施設及びスポーツ施設の管理，運営，企画事業 ・その他 

（４）主な実績（代表者のみ） 

・青葉公園指定管理者（福岡市） 

・立花寺緑地リフレッシュ農園指定管理者（福岡市） 

・博多区内学校施設他樹木管理業務委託（公益財団法人福岡市施設整備公社） 

・臨海工場植栽管理委託（福岡市） 

・福津市ファンタスティックパークふくつ指定管理者（福津市） 
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西南杜の湖畔公園の指定管理者選定結果 

 

 

西南の杜湖畔公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以

下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，九州林産株式会社を指定管

理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・利用者サービス向上計画において，手法や成果指標が明確である。また，ニーズ調査がシ

ステム化されており評価できる。 

・具体的に地域の対象者を定め，スポーツやイベントなどを通した「たすけあい」の関係を

管理運営のテーマとしたのは分かりやすい。スポーツ指導員の配置も特徴的であり評価で

きる。 

・植栽管理計画がエリア毎で設定されている。 

・地域との連携において，社員によるボランティア活動や，花苗の配布，地域活動への参加

は評価できる。 

 

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査項目 

応募者名 【候補者】 九州林産株式会社 

提案額 59,929,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 

 市民の正当かつ公平な

利用の確保 
15 13.4 

利用者サービス向上計画において，手法や成果指標が明確

である。また，ニーズ調査がシステム化されており評価で

きる。 

 公園の効用の十分な 

発揮 
35 25.7 

具体的に地域の対象者を定め，スポーツやイベントなどを通し

た「たすけあい」の関係を管理運営のテーマとしたのは分かり

やすい。スポーツ指導員の配置も特徴的であり評価できる。 

 管理運営体制と人材の

確保 
20 18.9 

体制は構築されているが，造園系の有資格者が少なく，常勤

職員にはいない。地域との連携に関しては評価できる。 

 施設の管理運営に要す

る経費 
5 4.0 

項目毎に縮減方法は計画されているが，項目間で効率的に配

分する考え方が提示されていない。 

 団体の財務的基盤 10 8.0 3 年中 2 年，当期純損失を計上している。 

 その他 15 12.6 
企業理念から導かれる，エネルギー使用の見える化やゴミの

再資源化など環境配慮の取り組みを評価する。 

合計 100 82.6  
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【 参 考 】 

 ○西南杜の湖畔公園の概要 

（１）所在地：福岡市城南区七隈六丁目，干隈二丁目及び梅林三丁目 

（２）面積：約 12.3ha(総合公園) 

（３）開園年度：平成 15年度 

（４）主な施設 

   軟式野球場 1 面，テニスコート 4 面，その他の球技場 1 面，芝生広場（0.6ha），多目

的広場（0.3ha），遊具広場，自由広場，その他（管理棟，駐車場等）   

  （５）指定管理料と利用実績の推移(平成 23年度～27年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 51,870 55,461 60,624 59,929 60,535 

○利用実績(人) 87,292 90,511 93,352 88,989  

 ・野球場 22,936 20,158 23,305 20,267 － 

・テニス場 50,198 57,390 59,658 52,561 － 

・球技場 14,158 12,963 10,389 16,161 － 

※上記金額は消費税込。 

 

 ○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   九州林産株式会社 

（２）代表者   代表取締役社長 古賀 稔久 

 （３）所在地   福岡市南区野間三丁目7番20号 

 （４）設立年月日 昭和24年3月30日 

 （５）資本金   490,000,000円 

（６）業務内容 

・九州電力株式会社の水源かん養林の受託経営 

・森林管理事業 

・木材，その他林産物の生産，加工及び販売 

・土木工事，建築工事，造園工事，とび・土木工事の企画，設計，施工，監理及びコン

サルティングに関する事業 

・緑化事業及び林業に関する受託事業 

・園芸用樹木，草木類の生産及び園芸用品・材料の販売 

・その他 

 （７）主な実績 

・かなたけの里公園指定管理者（福岡市） 

・今津リフレッシュ農園指定管理者（福岡市） 

・夜須高原記念の森指定管理者（福岡県） 

・筑豊緑地指定管理者（福岡県） 
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友泉亭公園の指定管理者選定結果 

 

 

友泉亭公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選

定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，安藤造園土木株式会社を指定管理

者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・サービス向上計画において，現状に即した細かな対応が検討されている。 

・福岡市を代表する日本庭園というテーマのもと，庭園管理体制の強化，海外観光客の誘致，

広報の強化の流れは整合性がある。 

・植栽の管理・育成について，エリア毎の計画のほか，黒田藩ゆかりのフジの再生，景観改

善の完成予想モンタージュなど，細かな計画があり評価できる。 

・地域との連携，社会的貢献の対象が具体的である。  

 

【選定委員会の評価】 

  

審査項目 

応募者

名 
【候補者】 

安藤造園土木株式会社 

【次点】 
森園芸場・ 

イークラフト

共同企業体 

A 団体 B 団体 

提案額 28,187,221 円 28,228,000 円 27,660,000 円 28,188,366 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 評価点 評価点 

市民の正当かつ 

公平な利用の確保 
15 13.0 

サービス向上計画において，現状に即

した細かな対応が検討されている。 
10.6 12.1 10.0 

公園の効用の十分

な発揮 
45 33.3 

植栽の管理水準が高く設定されている。

また，現在の植栽の管理と育成につい

て，課題への個別対応に加え，景観の創

出，演出まで提案されている。公園の特

色を活かす取り組みについても，トータル

としての計画に加えて，具体性もある。 

31.9 23.0 26.3 

管理運営体制と 

人材の確保 
30 21.9 

地域との連携について，福岡大学と連

携したホタル観賞会や地域と連携した

消防訓練など対象・実施手法のいずれ

も具体的である。 

24.7 23.5 23.7 

施設の管理運営に

要する経費 
5 4.0 

提案事項に，市で既に導入済みの事項

が計画されている。 
  5.0   4.0  4.0 

団体の財務的基盤 10 10.0 
直近 3 年連続で当期純利益を計上して

いる。 
7.0 8.5  7.0 

その他 15 10.7 

社会的貢献について，城南区フェステ

ィバルへの運営協力など具体的であ

る。 

9.0 12.1 10.8 

合計 120 92.9  88.2 83.2 81.8 
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【 参 考 】 

○友泉亭公園の概要 

（１）所在地：福岡市中央区笹丘一丁目及び城南区友泉亭  

（２）面積：1.1ha(歴史公園） 

（３）開園年度：昭和 56 年度 

（４）主な施設 

    本館（茶室 3室，水屋，便所，事務室等）1棟，茶室（如水庵）1棟，池泉回遊式庭園（滝・

流れ・池，石橋，野点広場，腰掛け待合い，四阿，蹲，灯籠），券売所 1棟，その他（有

料駐車場等） 

（５）指定管理料および利用実績(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 27,443 35,482 27,535 28,301 28,228 

○利用実績(人) 23,115 22,361 29,231 35,456 ― 

※上記金額は消費税込。 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   安藤造園土木株式会社 

（２）代表者   代表取締役 白木 成光  

（３）所在地   福岡市早良区西新二丁目1番54号 

（４）設立年月日 昭和44年7月31日 

 （５）資本金   48,000,000円 

（６）業務内容 

・造園工事・土木建築工事の請負業 

・造園工事及び土木工事資材の販売 

・その他 

 （７）主な実績 

・友泉亭公園指定管理者（福岡市） 

・福岡大学バラ園維持管理業務（学校法人福岡大学） 
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楽水園の指定管理者選定結果 

 

 

楽水園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委

員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，株式会社 福岡植木を指定管理者の候

補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・サービス向上計画において，トータルかつ具体的な提案がソフト，ハードの両面で計画さ

れている。 

・テーマ，コンセプト，発展性がトータルで整合性があり，また，課題に即した個別の向上

策が検討されているため，わかりやすい提案となっている。 

・公園で知る・憩う・繋がるということで，公園の資源を利用した活動計画がテーマに盛り

込まれている。特に，庭園技術と文化を素材に，外国人，地域，学生などとの連携を具体

化している。 

・公園の特色，立地，背景を的確に把握し，これらを活かす取り組みが計画されている。 

 

【選定委員会の評価】 

 

 

  

審査項目 

応募者名 
【候補者】 

株式会社 福岡植木 

【次点】 
楽水園運営管理 

グループ 

提案額 23,320,000 円 23,325,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 

 市民の正当かつ公平な

利用の確保 
15 14.1 

現実を踏まえた具体的な提案がソフト，ハードの両

面で計画されている。 11.9 

 公園の効用の十分な 

発揮 
45 37.0 

現状分析をベースにしたインバウンドマーケティングの

方向性や公園の特性に基づくテーマ誘導を評価す

る。また，公園の特色を活かす取り組みに関しても，立

地，資源を捉え，観光，地域，教育へのバランスがよい

提案となっている。 

22.1 

 管理運営体制と人材の

確保 
30 27.4 

人材活用の戦略マップを使った総合的な視点での検

討がある。 
23.8 

 施設の管理運営に要す

る経費 
5 5.0 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計上すべ

きでないものがない。 4.0 

 団体の財務的基盤 10 10.0 直近 3年連続で当期純利益を計上している。 8.5 

 その他 15 12.3 
環境への配慮について，緑の基本計画に沿っており，

地域も含めた提案がある。 
11.7 

合計 120 105.8  82.0 
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【 参 考 】 

○楽水園の概要 

（１）所在地：福岡市博多区住吉二丁目及び住吉三丁目  

（２）面積：0.3ha(都市緑地） 

（３）開園年度：平成 7年度 

（４）主な施設 

    集会室（茶室 4 室，水屋，便所，事務室等）1 棟，土蔵 1 棟，門 1 基，博多塀(140ｍ)，

池泉回遊式庭園（滝・流れ・池，野点広場，茶庭等），その他（有料駐車場等） 

（５）指定管理料および利用実績(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 23,140 23,140 23,278 23,913 23,802 

○利用実績(人) 19,545 21,673 22,725 24,575 ― 

※上記金額は消費税込。 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   株式会社 福岡植木 

（２）代表者   代表取締役 小栁 隆輔  

（３）所在地   福岡市城南区梅林四丁目11番12号 

（４）設立年月日 平成18年8月1日 

（５）資本金   40,000,000円 

（６）業務内容 

・造園工事業 

・土木工事業 

・建築工事業 

・園芸店の経営 

・貸鉢業 

・その他 

 （７）主な実績 

・楽水園指定管理者（福岡市） 

・立花寺緑地リフレッシュ農園指定管理者（福岡市） 
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松風園の指定管理者選定結果 

 

 

松風園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委

員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，株式会社 都市造園を指定管理者の候

補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・日本庭園や建築物特有の段差など本公園の特質に対して，障がい者をはじめとする弱者へ

のきめ細かい配慮がある。 

 ・ニーズ把握計画について，ヒアリングに重点を置き積極的に聞き取ろうとする姿勢がある。 

 ・植栽管理について，園の樹林構成などを踏まえた具体的な計画となっている。 

 ・地域との連携に関して，他の２つの日本庭園との情報共有や，最も近い動植物園との連携

計画がある。また，連携対象の地域団体も具体的である。 

 ・環境への配慮理念と具体的手法が計画されている。 

   

【選定委員会の評価】 

 

  

審査項目 

応募者名 
【候補者】 

株式会社 都市造園 

【次点】 

三菱電機ライフ 

サービス株式会社 
Ａ団体 

提案額 21,945,920 円 21,888,000 円 21,924,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 評価点 

 市民の正当かつ公平

な利用の確保 
15 14.7 

具体的課題に即したサービス向上策であり，

特に人的支援にきめ細かい配慮が見られる。 
12.1 12.1 

 公園の効用の十分な

発揮 
45 32.4 

規模，立地の課題に即し，創造的な事業サ

ービス，ビジュアルな発信は基本的方向性と

して評価できる。テーマ設定理由は必ずしも

明確ではないが，当該公園の弱点もよく理解

した具体的取組は評価できる。 

26.3 20.7 

 管理運営体制と人材

の確保 
30 25.8 

管理運営体制において内外のネットワーク構

築が計画されている。一方当公園の庭園に

関する直接的研修計画がない。 

17.3 23.4 

 施設の管理運営に要

する経費 
5 3.0 

項目ごとに縮減方法は提案されているが，項

目間の具体的配分の考え方がない。 
4.0  4.0 

 団体の財務的基盤 10 10.0 直近 3 年連続で当期純利益を計上している。 10.0  8.5 

 その他 15 13.5 

社会貢献として，講座や地域の会合，見守り

計画など，地域密着が感じられる。 

また，日本庭園と周辺環境への配慮があり評

価できる。 

12.4 11.4 

合計 120 99.4  82.1  80.1 
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【 参 考 】 

○松風園の概要   

（１）所在地：福岡市中央区平尾三丁目 

（２）面積：0.24ha(都市緑地） 

（３）開園年度：平成 19 年度 

（４）主な施設 

    茶室棟（茶室，和室），野点広場，その他（駐車場等） 

（５）指定管理料および利用実績(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 21,800 21,800 21,846 22,460 22,423 

○利用実績(人) 9,602 10,440 10,833 11,439 － 

※上記金額は消費税込。 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   株式会社 都市造園 

（２）代表者   代表取締役 都地 輝樹 

（３）所在地   福岡市中央区渡辺通五丁目4番3号 

（４）設立年月日 昭和34年１月30日 

（５）資本金   27,000,000円 

（６）業務内容 

   ・造園計画，研究，設計，施工及び管理 

   ・土木工事業・とび土木工事業・石工事業・舗装工事業 

   ・文化施設(公民館等)，環境施設(公園等)，遊園地及びスポーツ施設等の管理，運営 

   ・その他 

（７）主な実績 

・松風園指定管理者(福岡市) 

・福岡県営天神中央公園指定管理者（福岡県） 

・旧福岡県公会堂貴賓館指定管理者（福岡県） 

・平成 24 年度福岡市西区公園等管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 

・平成 25 年度福岡市東区公園等管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 

・平成 26 年度福岡市早良区公園等管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 
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月隈北緑地の指定管理者選定結果 

 

 

月隈北緑地の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定委員会(以下「選

定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，東洋緑地建設株式会社を指定管理

者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・利用者サービス向上計画において，時間帯や曜日で対象者を設定するなど，現実に即し，

きめ細かい提案がある。また，公園随所の修景改善提案がなされている点が評価できる。 

・公園の特性をよく理解し，基本的な構想のもとでその実現に向けて段階的に説明しており，

わかりやすい提案となっている。また，みどりを資源として考える姿勢も新規性がある。 

・施設管理計画が細部に至るまで具体的かつ詳細である。 

・公園の特色を活かす取り組み計画が，課題分析に基づき，管理運営のテーマとの整合性を

意識したわかりやすいものとなっている。目標設定も具体的であり評価できる。 

・地域との連携において，対象，内容ともに具体的かつ詳細である。 

 

【選定委員会の評価】 

審査項目 

応募者名 
【候補者】 

東洋緑地建設株式会社 

【次点】 
北川緑地建設・

環ヴィトーム 

共同体 

Ａ団体 

提案額 23,000,000 円 22,824,720 円 22,417,860 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 評価点 

 市民の正当かつ 

公平な利用の確保 
15 14.5 

現実に即し，理念，手法が具体的に計画さ

れたきめ細かい提案である。 
13.6 10.0 

 公園の効用の十分

な発揮 
35 29.3 

施設の管理計画(リスク管理含む)において

点検項目や安全目標が具体に示されてお

り望ましい。特に芝生の管理について詳細

に計画されている。 

21.1 16.1 

 管理運営体制と 

人材の確保 
20 19.0 

具体の人員配置を前提とした計画ではな

く，配置の考え方に留まっているが，管理

運営体制・人材確保とも適切に計画されて

いる。  

18.6 15.6 

 施設の管理運営に

要する経費 
5 5.0 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れ

や計上すべきでないものがない。 
5.0  5.0 

 団体の財務的基盤 10 10.0 
直近3年連続で当期純利益を計上してい

る。 
9.0 10.0 

 その他 15 13.4 
環境への配慮について，緑の基本計画に

沿った多様な計画がなされている。 
8.1  9.6 

合計 100 91.2  75.4 66.3 
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【 参 考 】 

 ○月隈北緑地の概要 

（１）所在地：福岡市博多区月隈三丁目及び月隈六丁目 

（２）面積：約 2.0ha（都市緑地） 

（３）開園年度：平成 11 年度 

（４）主な施設 

   パークゴルフ場（18 ホール・コース延長 712ｍ，練習ホール 1ホール），その他（管理

棟，駐車場等）   

  （５）指定管理料と利用実績の推移(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 22,941 22,941 23,218 23,819 23,597 

○利用実績(人) 45,461 49,925 47,356 48,354 ― 

※上記金額は消費税込。 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   東洋緑地建設株式会社 

（２）代表者   代表取締役社長 黒木 洋一 

（３）所在地   福岡市博多区板付五丁目11番2号 

（４）設立年月日 昭和47年4月3日 

（５）資本金   38,000,000円 

（６）業務内容 

・造園工事，土木工事，石工事に関する工事の設計及び施行 

・造庭公園資材の販売 

（７）主な実績 

・月隈北緑地指定管理者（福岡市） 

・福岡県営東公園管理業務（福岡県） 

・福岡工業大学樹木等管理委託業務（学校法人福岡工業大学） 

・福岡工業大学塩浜グランド植栽年間管理業務（学校法人福岡工業大学） 
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アイランドシティ中央公園の指定管理者選定結果 

 

 

アイランドシティ中央公園の指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指定管理者選定

委員会(以下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，株式会社 西鉄

グリーン土木を指定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

・公園が立地するまちの特性を適切に捉えた管理運営のテーマを設定している点が評価でき

る。また，植物や生物が豊かな公園のイメージが明快である。 

・植栽管理計画においてゾーンを設定し，詳細に計画している。 

・地域等との連携において，対象が具体的である。 

・緑の基本計画に示された当公園の役割をよく理解しており，周辺環境への配慮と空間的な

広がりや多様性が感じられる提案となっているなど，公園の役割と個別の計画がよくマッ

チしている提案となっている。 

  

【選定委員会の評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

審査項目 

応募者名 
【候補者】 

株式会社 西鉄グリーン土木 
【次点】 
株式会社 小山千緑園 

提案額 106,500,000 円 95,340,000 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 

 市民の正当かつ公平な

利用の確保 
15 12.0 

サービス向上の取り組みとして，散策モデ

ルコースの設定，夏場の快適空間づくり，

香り花壇等具体的な提案があり評価でき

る。 

11.4 

 公園の効用の十分な 

発揮 
35 26.1 

公園が立地するまちが新興であるという理

解のもとで管理運営のテーマを設定してお

り評価できる。また，生き物，子供を活か

した取り組みがあり，テーマとの整合性が

ある。 

17.1 

 管理運営体制と人材の

確保 
20 19.9 

管理運営体制，人材確保とも申し分ない。

地域連携の取り組みにおいて成果指標が曖

昧だが，対象は具体的である。  

12.0 

 施設の管理運営に要す

る経費 
5 5.0 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや

計上すべきでないものがない。 5.0 

 団体の財務的基盤 10 10.0 直近 3年で当期純利益を計上している。 10.0 

 その他 15 13.9 生物多様性に配慮されている。 8.7 

合計 100 86.9  64.2 

-53- 



 

【 参 考 】 

○アイランドシティ中央公園の概要 

（１）所在地：福岡市東区香椎照葉三丁目及び香椎照葉四丁目  

（２）面積：15.3ha(総合公園） 

（３）開園年度：平成 17 年度 

（４）主な施設 

    体験学習施設「ぐりんぐりん」（約 5,000 ㎡），雨水を利用した池(約 1.3ha)，多目的広

場(約 0,8ha)，国際交流庭園（6か国：中国広州市，韓国釜山市，アトランタ市，オーク

ランド市（アメリカ・ニュージーランド），ボルドー市），その他（遊具広場，駐車場等） 

（５）指定管理料および利用実績(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 91,000 91,000 91,497 94,020 94,020 

○利用実績(人)      

 体験学習施設「ぐりんぐりん」 20,883 18,561 18,873 24,037 － 

※上記金額は消費税込。 

 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   株式会社 西鉄グリーン土木 

（２）代表者   代表取締役 本木 正之  

 （３）所在地   福岡市中央区大名一丁目4番1号 

 （４）設立年月日 昭和51年12月8日 

 （５）資本金   84,000,000円 

（６）業務内容 

・土木構造物，建築構造物の設計，監理，施工並びに維持管理 

・公園，緑地，広場，遊園地，ゴルフ場，各種庭園の設計，監理，施工並びに維持管理 

・樹木・芝生・農産種苗の生産販売及び賃貸 ・その他 

 （７）主な実績 

・アイランドシティ中央公園指定管理者（福岡市） 

・福岡県営西公園及び大濠公園指定管理者(福岡県) 

・福岡市南区公園クリーンアップ業務委託（福岡市） 

・平成25年度福岡市早良区公園等管理業務委託（公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会） 
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福岡市雁の巣レクリエーションセンターの指定管理者選定結果 

 

 

福岡市雁の巣レクリエーションセンターの指定管理者選定においては，公園及び公園施設の指

定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という)の評価を参考に，市として総合的に勘案し，一

般財団法人 公園財団を指定管理者の候補者としたものである。 

 

【選定理由】 

  ・すべての項目において，提案が広範囲かつ具体的である。 

  ・他の公園や地域等のほか，公園以外の本市の施策（環境，福祉等）と積極的に連携する姿

勢が見られる。 

  ・当施設の位置付け，課題を適切に捉えた管理運営のテーマを設定しており，かつ，その実

現に向けた基本方針を定め，具体的取り組みを提示している。 

 ・以上のような充実した提案内容でありながら，記載が明瞭であり，本市が提示した様式に

忠実かつ適切に記載する等，わかりやすい提案書となっている。 

  

【選定委員会の評価】 

 

 

  

審査項目 

応募者名 
【候補者】 

一般財団法人 公園財団 

【次点】 
麻生・福岡総合ビル

公園管理共同事業体 

提案額 150,316,000 円 150,353,094 円 

配点 評価点 主な評価内容 評価点 

 市民の正当かつ公平

な利用の確保 
15 14.3 

提案内容が現状の課題等に基づく具体的かつ

積極的なものとなっている。 
11.1 

 公園の効用の十分な

発揮 
35 30.0 

施設の現況，また，周辺の課題や連携主体と

の関係を的確に捉えている。パークマネジメ

ントとしてのトータルの完成度が高い。 

18.9 

 管理運営体制と人材

の確保 
20 19.9 

スポーツ関連組織や医療機関など広範囲かつ

具体的な連携が計画されている。  
13.3 

 施設の管理運営に要

する経費 
5 5.0 

見積もりの考え方は合理的であり，漏れや計

上すべきでないものがない。 
4.0 

 団体の財務的基盤 10 9.0 直近 3年中 2 年，当期純利益を計上している。 10.0 

 その他 15 14.0 

社会貢献の理念が明確である。 

地域特性や緑の基本計画を踏まえた取り組む

べき環境への配慮手法を評価する。 

12.6 

合計 100 92.2 

記載が簡素明瞭で，読みやすい提案書の作

成は公園を利用する市民サービスと共通で

あると考える。 

69.9 
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【 参 考 】 

 ○福岡市雁の巣レクリエーションセンターの概要 

（１）所在地：福岡市東区大字奈多 

（２）面積：66ha 

（３）開園年度：昭和 46 年度 

（４）設置根拠：福岡市雁の巣レクリエーションセンター条例 

（５）主な施設 

   軟式野球場 11 面，硬式野球場 2面（内スタンド付 1面），ソフトボール場 5面（内スタン

ド付 1面），球技場 6面，少年野球場 1面，テニス・バレーコート 4面，多目的グラウン

ド 3面(うち屋根付き 1面），その他（サイクリングコース，レジャー農園，駐車場等）   

  （６）指定管理料と利用実績の推移(平成 23 年度～27 年度) 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

○指定管理料（千円） 119,207 142,346 151,662 153,000 155,534 

○利用実績 － － － －  

 硬式野球場(人) 12,144 12,663 13,464 12,500 － 

軟式野球場(人) 72,804 76,282 68,205 63,102 － 

ソフトボール場（人） 20,481 23,188 21,658 20,087 － 

少年野球場（人） 15,672 14,936 13,054 12,620 － 

テニス場(人) 3,167 3,478 2,869 2,747 － 

ソフトボール専用球場(人) 7,244 6,714 8,419 8,225 － 

球技場(芝)（人） 24,646 29,903 24,796 26,095 － 

球技場(クレー)(人) 34,913 41,167 42,117 40,378 － 

多目的グラウンド(人) － － － 7,164 － 

自転車(人) 31,973 25,015 26,397 23,653 － 

レジャー農園(人) 15,488 15,522 14,954 14,342 － 

駐車場(台) － 97,197 101,645 104,278 － 

※上記金額は消費税込の決算額（27年度については予算額） 

※駐車場は平成24年4月から有料化実施。台数は現金および回数券の合計 

 

○指定管理者に指定する団体の概要 

（１）団体名   一般財団法人 公園財団 

（２）代表者   理事長 蓑茂 壽太郎 

 （３）所在地   東京都文京区関口一丁目47番12号 

 （４）設立年月日 昭和49年５月１日 

 （５）資本金   1,016,000,000円（基本財産） 

（６）業務内容 

・国営公園管理運営業務，都市公園等の指定管理業務 

・公園緑地等に関する調査研究，技術開発，人材の養成及び派遣 

・公園緑地等に関する利用増進のための普及啓発 ・その他 

 （７）主な実績 

・福岡市雁の巣レクリエーションセンター指定管理者（福岡市） 

・埼玉県吉見総合運動公園指定管理者（埼玉県） 

・一宮市大野極楽寺公園指定管理者（愛知県一宮市） 

・国営海の中道海浜公園運営維持管理業務（国土交通省九州地方整備局） 

・国営吉野ケ里歴史公園管理運営業務（国土交通省九州地方整備局） 

・国営木曽三川公園カルチャービレッジ管理運営業務（国土交通省中部地方整備局） 

・国営木曽三川公園長良川サービスセンター管理運営業務（国土交通省中部地方整備局） 

・国営淀川河川公園管理運営業務（国土交通省近畿地方整備局）  
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様式１

消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格

消費税及び地方消費
税相当額を含む価格

入札書比較価格

技術評価点（Ａ） 入札価格（Ｂ） 評価値

区分 業　者　名 加算点＋標準点（100点） （単位：円） (A)/(B)×α

地場
旭・西中洲樋口・西鉄
建設工事共同企業体

138.556 1,173,890,000   118.0315

地場
アルシス・アスミオ・日建
建設工事共同企業体

132.250 1,153,890,000   114.6123

地場
大高・三軌・未来図
建設工事共同企業体

予定
価格

低
制限
価格

入札等経緯

及び結果

入札参加業者

（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

辞退

（消費税及び地方消費税相当額を除く。）

仮契約年月日 平成27年11月12日

落札業者
　旭・西中洲樋口・西鉄建設工事共同企業体
　代表者　福岡市博多区博多駅南５丁目１０番１３号　　株式会社　旭工務店

工事期間 　議決の翌日から　６００日間

入札方法 総合評価方式による制限付一般競争入札

開札年月日 平成27年11月10日

５．平成２７年度公営住宅(城浜住宅)新築工事請負契約の締結について

（議案第293号）
工事件名 平成２７年度公営住宅（城浜住宅）新築工事

工事概要

　○公営住宅の建替
　２ＤＫ－１（41.86㎡）  ５４戸（高齢者仕様）
　２ＤＫ－２（48.78㎡）　５４戸
　３ＤＫ　   （59.16㎡）  １８戸　　　　　　　　　　 　 総戸数１４４戸
　４ＤＫ     （70.91㎡）　１８戸

　構　　　   造　　鉄筋コンクリート造
　階　　　   数　　９階建
　敷 地 面 積　　５，８８０．３５㎡
　建 築 面 積　  １，１７９．８２㎡
　延   面   積     ８，０８８．５８㎡

摘要（別途工事）

・電気工事
・管工事
・ガス工事
・浴槽・風呂釜工事
・エレベーター工事
・木製建具工事
・襖工事
・畳工事
・植栽工事

工事場所 　福岡市東区城浜団地

契約価額

1,282,100,000                                  

1,153,890,000                                  

1,267,801,200                                  （うち消費税及び地方消費税相当額　　93,911,200円）

1,384,668,000                                  （うち消費税及び地方消費税相当額　　102,568,000円）

1,246,201,200                                  （うち消費税及び地方消費税相当額　　92,311,200円）

【総合評価方式における入札結果について】

・落札者（旭・西中洲樋口・西鉄JV）の技術評価点は， １３８．５５６点 であった。

（ 加算点 38.556点 ＋ 標準点 100点 ）

・落札者（旭・西中洲樋口・西鉄JV）の入札価格は， １，１７３，８９０，０００円 であった。

・技術評価点（加算点+標準点）を入札価格で除した「評価値」の も高い者が落札者となることから，
本工事において も評価値の高い旭・西中洲樋口・西鉄JVが落札者となった。
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様式2

技術評価項目の内容

工事件名：

評価項目 着目点等

項目１ コンクリートの品質管理について

　本工事は，市営住宅の鉄筋コンクリート造9階建の新築工事であり，構造躯体の安
全性・耐久性が求められる。
　躯体となるコンクリートのひび割れや，打継部のコールドジョイントを防ぐためには，
コンクリートの品質管理が最も重要となる。
　このことから，コンクリートの品質管理について，より具体的で有効な提案を求め
る。

項目２
近隣住民等に対する環境対策面
への配慮について

　本工事場所は，住棟，公園に隣接し，更に保育園，商店，病院にも近接しているこ
とから，周辺への騒音・振動・粉塵対策が重要となる。
　このことから，近隣住民等に対する環境対策面への配慮について，より具体的で
有効な提案を求める。

項目３
労働者の良好な作業環境の確保
について

　本工事は，新築工事であり，関連する施工業者が多く工事が輻輳することから，労
働者の安全確保のために良好な作業環境づくりが重要となる。
　このことから，労働者の良好な作業環境の確保について，より具体的で有効な提
案を求める。

　平成17年4月1日～平成27年9月9日の間に，福岡市が評定通知した建築工事の
任意３件の平均点によって評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用）

　平成25年9月10日～平成27年9月9日の間に，福岡市が建築工事において，工事
成績優良業者として表彰を行う旨通知した工事の実績により評価する。
ただし， 表彰日の翌日から入札公告日前日までの間に競争入札参加停止の措置
を受けた期間がある場合は，評価の対象としない。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用)

平成17年4月1日～平成27年9月9日の間に竣工した地上６階建以上のＳＲＣ造・ＲＣ
造の新築・増築または改築工事の施工実績により評価する。

 （JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用）

　ISO9001の取得があれば優位に評価する。

 （JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用）

入札者が提示する配置予定技術者の監理技術者資格者証の保有期間により評価
する。

　入札者が提示する配置予定技術者に同種工事の施工経験（監理技術者，主任技
術者，現場代理人での従事に限る）があれば優位に評価する。(CORINS登録対象）

福岡市より「障がい者雇用企業」「環境配慮型事業所」「次世代育成・男女共同参画
支援企業」の該当要件で認定を受けている企業を評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用）

　福岡市と災害対策に関する基本協定を締結した団体に所属し，当該業種の特性
を活かした防災活動を行う企業を優位に評価する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用）

　入札公告日時点で本市に本店が所在し，また，公告日における本市競争入札有
資格者名簿に登載された期間（地場としての継続期間）が長い企業を優位に評価
する。

（JV案件：各構成員毎に評価点を算出し，その平均点を採用）

技
術
提
案

企
業
の
施
工
能
力

技
術
者
の
能
力

社
会
貢
献
・
地
域
貢
献

品質管理への取り組み

本店所在地

災害対策協力企業

評価分類

平成２７年度公営住宅（城浜住宅）新築工事

資格の保有状況

同種工事の施工経験

社会貢献・政策貢献

工事成績の実績

工事成績優良業者の表彰実績

同種工事の施工実績

提
案
項
目

企
業
評
価
項
目
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　技術評価点の内訳 様式3

工事件名：

項目１ 項目２ 項目３

コンクリートの
品質管理につ
いて

近隣住民等に対す
る環境対策面への
配慮について

労働者の良好
な作業環境の
確保について

小計 小計

入札参加者名 配点→ 10.000 10.000 10.000 30.000 7.000 2.000 3.500 12.500 42.500 100.0 142.500

10.000 10.000 10.000 30.000 5.223 1.000 2.333 8.556 38.556 100.0 138.556

8.500 7.500 7.750 23.750 4.667 2.000 1.833 8.500 32.250 100.0 132.250

平成２７年度公営住宅（城浜住宅）新築工事

加算点の内訳

加算点
合計
（ａ）技術者の能力

Ⅰ型

（評価型式） 

辞退

標準点
（ｂ）

技術評
価点

A
（ａ＋ｂ）

提案項目 企業評価項目
技術提案

社会貢献・地域
貢献

企業の施工能力

旭・西中洲樋口・西鉄
建設工事共同企業体

アルシス・アスミオ・日
建
建設工事共同企業体

大高・三軌・未来図
建設工事共同企業体

【 落札者の技術提案について 】

・項目１ コンクリートの品質管理について
本工事は，市営住宅の鉄筋コンクリート造9階建の新築工事であり，構造躯体の安全性・耐久性を確保するためには，躯体となるコ
ンクリートのひび割れを防止するなどコンクリートの品質管理が最も重要である。これを踏まえ，コンクリートの品質管理について，
最も効果的な提案がなされた。

・項目２ 近隣住民等に対する環境対策面への配慮について
本工事場所は，住棟，公園に隣接し，更に保育園，商店，病院にも近接していることから，周辺への騒音・振動・粉塵対策が重要で
あり，これを踏まえ，近隣住民等に対する環境対策面への配慮について，最も効果的な提案がなされた。

・項目３ 労働者の良好な作業環境の確保について
本工事は，関連する施工業者が多く，工事が輻輳することから，労働者の安全確保のために良好な作業環境づくりが重要であり，
これを踏まえ，労働者の良好な作業環境の確保について，最も効果的な提案がなされた。
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６．土地区画整理事業の施行者管理地の管理のかしに基づく 

損害賠償額の決定について（議案第 300 号） 

１ 理由 

 本件は，土地区画整理事業の施行者管理地の管理のかしにより発生した事故によ

る損害賠償の額を決定する必要があるので，地方自治法第９６条第１項の規定によ

り議会の議決を求めるものである。 

２ 事件の概要 

 平成２７年８月２５日午前６時３０分頃，市内東区香椎駅前一丁目６番地内の本

市が福岡都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業の施行者として管理する土地

に設置されていた仮囲いの鋼板の固定が不十分であったため，当該鋼板が強風によ

り倒れ，当該土地に隣接するマンションの駐車場に駐車していた相手方○○○○氏

所有の軽自動車に接触し，当該車両が破損して損害が生じたものである。 

（損害賠償の相手方及び損害賠償額） 

損 害 賠 償 の 相 手 方 損 害 賠 償 額 

３４９,７７０円 
※個人情報が特定される情報については

掲載しておりません。 
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参考資料 

土地区画整理事業の施行者管理地の管理の 
かしに基づく損害賠償額の決定について 

 土地区画整理事業の施行者管理地の管理のかしにより発生した事故による損害賠償の額を決

定する必要があるので，地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求めるもの。 

（１）損害賠償の相手方及び損害賠償額

○住 所 

○氏 名 

○損害賠償額 ３４９,７７０円 

（２）事件の概要

○発 生 日 時  平成２７年８月２５日午前６時３０分頃 

○発 生 場 所  香椎駅周辺土地区画整理事業施行区域内の施行者管理地 

福岡市東区香椎駅前一丁目６番地 

○発 生 状 況 土地区画整理事業の施行者（本市）が設置している仮囲いの鋼板の固

定が不十分であったため，当該鋼板が強風により倒れ，当該施行者管理

地に隣接するマンションの駐車場に駐車していた相手方所有の軽自動

車に接触し，車両のフロントガラス等が破損して損害が生じたものであ

る。 

（３）損害賠償金の支払い

本市が被保険者である土地区画整理事業賠償責任保険の適用により，保険金にて支払い 

（４）再発防止等について

当該箇所については，事故発生後速やかに復旧を行っている。 

同様の事故が起こらないように巡回点検の強化を図るとともに，穴あきタイプの仮囲い

鋼板を１０枚（約５ｍ）当たりに１枚設置し，風圧の軽減を図るなど事故の再発防止に努

めている。 

 仮囲い概念図   穴あきタイプ 

高さ３ｍ 

軽自動車に接触した状況 軽自動車の破損状況 

仮囲い鋼板が倒れた状況 仮囲い鋼板の復旧状況

穴あきタイプ設置 

位置図 

施行地区界

香椎参道 香椎川

※個人情報が特定される情報については

掲載しておりません。 
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